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御
　
国続

民
　
　
法
ー
城
井
国
綱
本
ー

明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
四
）

手

塚

豊

い

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
、
白
木
屋
の
古
書
展
に

出
品
さ
れ
、
現
在
、
義
塾
法
学
部
研
究
室
が
所
蔵
す
る
「
御
国
民
法
　
自
一
条

　
　
　
　
（
1
）

至
百
六
拾
六
条
」
で
あ
る
。
司
法
省
八
行
罫
紙
八
十
四
枚
に
浄
書
さ
れ
、
第
一

枚
目
の
表
紙
に
朱
書
で
「
御
国
民
法
」
と
あ
り
、
右
下
に
「
城
井
国
綱
」
と
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
イ

書
で
署
名
さ
れ
て
い
る
。
浄
書
の
筆
蹟
は
数
種
あ
り
、
城
井
の
も
の
が
ふ
く
ま

れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
に
よ
つ
て
浄
書
が
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
城
井
国
綱
本
」
と
呼
称
し
た
。

　
城
井
は
、
司
法
省
創
設
直
後
の
明
治
四
年
八
月
の
「
官
員
録
」
に
よ
る
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

司
法
省
十
三
等
出
仕
で
あ
り
、
さ
ら
に
翌
五
年
五
月
の
「
官
員
全
書
」
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
、
同
年
二
月
に
明
法
寮
へ
転
じ
、
明
法
少
属
と
し
て
在
職
し
て
い
る
。
城
井

本
「
御
国
民
法
」
は
、
彼
が
司
法
省
の
本
省
か
、
ま
た
は
そ
の
外
局
で
あ
る
明

法
寮
に
在
任
中
、
作
成
し
た
写
本
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
「
御
国
民
法
」
の
名
称

は
正
式
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
城
井
が
私
的
に
名
づ
け
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な

　
　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
城
井
本
「
御
国
民
法
」
の
内
容
の
大
半
、
約
四
分
の
三
程
度
の
も
の
は
、
す

で
に
東
京
大
学
石
井
良
助
博
士
に
よ
つ
て
発
表
さ
れ
た
制
度
局
民
法
草
案
「
民

　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

法
決
議
」
「
民
法
決
議
第
二
」
に
符
合
す
る
（
相
違
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
．

し
た
が
つ
て
、
そ
れ
が
、
制
度
局
民
法
草
案
の
一
種
を
写
し
取
つ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
推
定
が
一
応
成
り
た
つ
。

　
明
治
二
年
八
月
か
ら
四
年
八
月
ま
で
存
続
し
た
制
度
局
に
お
い
て
、
わ
が
国

最
初
の
民
法
編
纂
事
業
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
知
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
た
が
、
そ
の
成
果
は
全
く
不
明
で
あ
つ
た
。
何
分
に
も
、
当
時
の
事
情
を
伝

え
る
唯
一
の
史
料
が
、
次
の
よ
う
な
簡
単
な
箕
作
麟
祥
談
で
あ
つ
た
が
た
め
に

　
　
　
（
7
）

他
な
ら
な
い
。

　
　
明
治
三
年
に
は
、
太
政
官
の
制
度
局
と
云
ふ
所
に
、
其
時
．
江
藤
新
平
と

　
云
ふ
人
が
、
中
弁
を
や
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
民
法
を
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
ー

　
手
塚
註
）
、
二
枚
か
三
枚
訳
す
と
、
す
ぐ
、
そ
れ
を
会
議
に
か
け
る
と
云
ふ
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
九
五
五
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
り
さ
ま
で
あ
り
ま
し
た
、
こ
れ
は
、
変
は
変
だ
が
、
日
本
で
、
民
法
編
纂
会

　
の
始
ま
り
ま
し
た
元
祖
で
ご
ざ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
九
年
、
石
井
博
士
は
、
前
に
も
述
べ
た
．
こ
と
く
、
制
度

局
民
法
草
案
「
民
法
決
議
」
七
九
力
条
（
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
第
一
〇
一
条
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

当
る
部
分
）
を
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
こ
れ
に
よ
り
、
制
度
局
民
法
編
纂
会

議
の
成
果
が
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
石
井
博
士
の
貴

重
な
紹
介
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
京
都
大
学
の
小
早
川
欣
吾
教
授

は
、
制
度
局
民
法
編
纂
会
議
の
内
容
を
示
す
東
京
上
等
裁
判
所
「
一
記
録
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

公
表
さ
れ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
明
治
三
年
庚
午
九
月
十
八
日
太
政
官
制
度
局
二
於
テ
民
法
会
議
ヲ
開
ク
。

　
中
弁
江
藤
新
平
、
主
任
ト
ナ
リ
、
大
学
大
博
士
箕
作
麟
祥
、
仏
国
民
法
翻
訳

　
講
義
ヲ
為
シ
、
権
大
史
生
田
精
、
会
務
ノ
事
ヲ
掌
ル
。
三
八
ノ
日
ヲ
以
テ
会

　
日
ト
為
シ
、
翻
訳
数
葉
成
ル
毎
二
書
記
ヲ
シ
テ
数
部
ヲ
謄
写
セ
シ
メ
、
会
員

　
二
分
ツ
。
会
員
左
ノ
如
シ

神
祇
官

集
議
院

刑
部
省

大
　
　
学

　
　
　
民
部
省

　
　
　
大
蔵
省

　
右
ノ
外
、
納
言

史
長
谷
川
深
美
、

　
　
少
　
佑

　
　
判
　
官

　
　
大
　
丞

　
　
大
　
丞

兵
学
大
教
授

　
　
地
理
司

　
　
少
　
丞

渋杉赤加水神福

沢浦松藤本田羽
栄　則弘成孝美
一譲良之美平静

，
参
議
臨
席
シ
、
局
中
大
史
楠
田
英
世
、
元
田
直
、
権
大

（
ま
ま
）

長
爽
少
史
金
井
之
恭
、
蜷
川
放
胤
等
列
席
ス
。
此
瞠
、
二
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
へ
九
五
六
）

　
り
、
中
弁
ノ
意
、
一
章
一
疑
議
定
ス
ル
毎
二
直
二
之
ヲ
実
施
セ
ン
ト
欲
セ
リ
。

　
而
シ
テ
開
巻
第
一
民
権
ノ
字
義
二
於
テ
ハ
．
吾
邦
開
關
以
来
夢
想
シ
得
サ
ル

　
所
ノ
事
ニ
シ
テ
父
子
夫
婦
ノ
権
義
二
至
ル
マ
デ
．
一
ト
シ
テ
奇
怪
ノ
事
タ
ラ

　
ザ
ル
ハ
無
ク
、
且
訳
字
ノ
雅
馴
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
轡
メ
議
論
空
涌
徒
二
片
言
隻
字

　
ヲ
論
ス
ル
カ
為
メ
ニ
数
月
ノ
会
議
ヲ
費
シ
、
一
モ
議
定
二
至
ル
コ
ナ
シ
。
翌

　
明
治
四
年
七
月
太
政
官
改
制
二
付
廃
会
ト
ナ
レ
リ

　
す
な
わ
ち
、
制
度
局
民
法
編
纂
会
議
は
、
明
治
三
年
九
月
十
八
日
か
ら
四
年

七
月
ま
で
、
毎
月
三
と
八
の
日
に
会
議
が
開
か
れ
た
が
、
遂
に
成
案
は
得
ら
れ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
石
井
博
士
の
紹
介
さ
れ
た
「
民
法
決
議
」
は
、
こ
の
会

議
に
お
け
る
未
定
稿
と
考
え
ら
れ
る
。
「
一
記
録
」
に
ユ
モ
議
定
二
至
ル
コ

ナ
シ
」
と
あ
る
は
、
確
定
案
は
成
稿
し
な
か
つ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
同
会
議
の
出
席
者
の
内
、
水
本
成
美
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
刑
部
卿
嵯
峨

実
愛
の
日
記
「
続
愚
林
記
」
明
治
三
年
八
月
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ

（
1
0
）り

、
そ
の
参
加
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
廿
五
日

　
一
巳
刻
前
著
狩
衣
参
　
朝
依
催
所
抵
候
也
及
午
刻
前
土
方
中
弁
β
今
般
於
制

　
度
局
民
法
取
調
可
有
之
二
付
於
刑
部
省
者
相
関
之
条
件
多
端
之
間
来
廿
八
日

　
君
丞
判
事
等
之
内
一
人
可
参
会
但
刑
律
心
得
之
人
可
然
依
之
水
本
大
判
事
兼

　
勤
被
　
仰
付
云
々
此
事
体
裁
委
曲
不
心
得
者
難
致
拝
命
之
間
佐
々
木
参
議
面

　
談
巨
細
聞
之
所
存
之
趣
申
入
之
処
於
佐
々
木
同
意
猶
省
中
申
合
之
上
人
体
可

　
申
出
旨
談
之
今
日
　
御
沙
汰
者
先
弁
官
方
二
而
可
有
猶
予
趣
土
方
中
弁
申
談

　
了
退
出
直
出
省
前
条
申
合
之
処
今
日
丞
判
事
等
不
参
多
之
間
明
後
朝
申
談
」
．
も

　
上
可
申
立
旨
示
合
了
未
刻
斜
退
出
還
邸



つ
廿
七
日

　
一
辰
斜
参
　
朝
右
大
臣
面
談
一
昨
日
一
条
也
民
法
取
調
御
用
水
本
大
判
事

　
被
仰
下
可
然
旨
所
申
入
也

　
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
八
月
二
†
八
日
か
ら
会
議
が
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る

が
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
準
備
会
で
あ
つ
て
．
正
式
の
会
議
は
九
月
十
八
日
か
ら

開
始
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
全
く
不
明
で
あ
つ
た
制
度
局
民
法
編
纂

会
議
の
事
情
も
、
よ
う
や
く
大
体
の
輪
郭
が
明
ら
か
に
な
つ
た
が
、
昭
和
三
十

四
年
、
さ
ら
に
あ
た
ら
し
い
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
都
立
大
学
利
谷
信
義
助
教

授
が
、
佐
賀
県
立
図
書
館
で
見
出
さ
れ
た
「
民
法
決
議
第
一
」
と
「
民
法
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

第
二
」
が
．
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
石
井
博
士
の
紹
介
さ
れ
た
「
民
法
決

議
」
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
も
の
で
、
後
者
は
そ
の
続
編
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

「
民
法
決
議
第
二
」
も
、
昭
和
三
十
八
年
、
石
井
博
士
に
よ
つ
て
発
表
さ
れ
た
。

「
民
法
決
議
第
、
一
」
の
覆
刻
を
省
略
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
す
で
に
発
表
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
い
る
「
民
法
決
議
」
と
大
同
小
異
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
城
井
本
「
御
国
民
法
」
は
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
、
そ
う
し
た

既
発
表
の
「
民
法
決
議
」
「
民
法
決
議
第
二
」
に
該
当
す
る
内
容
を
ふ
く
み
、

さ
ら
に
そ
の
続
篇
五
五
力
条
を
包
含
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
民
法
決
議
」
に
該

当
す
る
部
分
（
靱
粁
御
風
剛
勘
淑
職
励
姻
研
を
）
に
は
、
か
な
り
の
相
違
と
加
除
が
み
ら

れ
る
。
そ
の
主
な
る
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
e
　
御
国
民
法
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
前
加
篇
五
力
条
を
有
す
る
が
、
民
法
決

　
　
議
に
は
前
加
篇
は
な
い
。
民
法
決
議
第
一
も
同
様
で
あ
る
。

　
⇔
　
御
国
民
法
に
は
第
七
条
が
あ
る
が
、
民
法
決
議
で
は
「
此
一
条
ハ
後
議

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
二
付
う
と
あ
つ
て
、
内
容
の
記
載
が
な
い
。
民
法
決
議
第
一
も
同
様
で

　
あ
る
。

日
　
御
国
民
法
に
は
第
一
二
条
か
ら
第
一
五
条
ま
で
の
条
文
が
あ
る
が
、
民

　
法
決
議
で
は
「
十
二
、
十
三
、
十
四
、
十
五
条
、
外
務
省
ヨ
リ
出
席
ヲ
得

　
テ
議
ス
ヘ
シ
」
と
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
の
記
載
が
な
い
。
民
法
決
議
第
一

　
も
同
様
で
あ
る
。

四
　
御
国
民
法
に
は
第
二
章
の
「
第
二
款
第
二
十
二
条
ヨ
リ
第
三
十
三
条
二

　
至
　
胴
」
と
あ
る
が
、
民
法
決
議
で
は
、
そ
れ
ら
の
条
文
が
存
在
す
る
。

　
民
法
決
議
第
一
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
「
裁
判
所
二
於
テ
刑
ヲ
言

　
渡
シ
タ
ル
ニ
因
リ
民
権
ヲ
奪
フ
事
」
す
な
わ
ち
「
准
死
」
の
場
合
の
規
定

　
で
あ
る
。

㈲
　
御
国
民
法
第
五
一
条
但
書
「
此
規
則
ハ
刑
法
ノ
条
例
ト
相
触
ル
コ
ト
ナ

　
カ
ル
可
シ
」
は
、
民
法
決
議
で
は
「
此
規
則
ハ
刑
法
百
四
十
五
条
以
下
百

　
九
十
二
条
以
下
ノ
条
例
ト
相
触
ル
・
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
る
。
民
法

　
決
議
第
一
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
刑
法
の
条
数
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
そ

　
れ
で
あ
る
．

の
　
御
国
民
法
第
四
九
条
の
部
曲
官
吏
に
対
す
る
罰
金
「
一
両
」
は
、
民
法

　
決
議
で
は
「
二
十
両
」
と
あ
る
。
民
法
決
議
第
一
も
同
様
で
あ
る
。

㈹
　
御
国
民
法
で
は
「
日
本
人
」
と
な
つ
て
い
る
個
所
が
（
例
え
ば
第
八
条
、

　
第
一
〇
条
、
第
一
一
条
等
）
、
民
法
決
議
で
は
　
「
国
人
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
民
法
決
議
第
一
も
同
様
で
あ
る
。

＠
　
御
国
民
法
で
は
条
文
の
内
容
が
あ
る
が
、
民
法
決
議
で
は
「
削
ル
」
と

　
な
つ
て
い
る
も
の
（
例
え
ば
第
九
条
）
、
ま
た
条
文
の
内
容
が
両
者
で
多
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
九
五
七
）



　
　
　
侮
　
国
　
民
　
法

　
　
相
異
な
る
も
の
（
例
え
ぽ
第
一
〇
条
、
第
一
一
条
．
第
一
二
条
、
第
四
八
条
、

　
　
第
五
三
条
等
）
も
あ
り
、
さ
ら
に
言
葉
づ
か
い
の
些
少
の
ち
が
い
は
随
所

　
　
に
み
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
相
違
点
か
ら
推
測
す
る
と
、
御
国
民
法
は
、
「
民
法
決
議
」
の
内

容
を
さ
ら
に
修
正
、
整
序
し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
「
民
法
決
議
」
に
「
後

議
二
付
ス
」
あ
る
い
は
「
外
務
省
ヨ
リ
出
席
ヲ
得
テ
議
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
個
所

が
、
御
国
民
法
で
は
充
足
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
．
「
民
法
決
議
」
に
み
ら
れ
る

無
用
な
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
引
用
条
文
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
慣
習
に
余
り
に
も
副

わ
な
い
と
思
わ
れ
る
「
准
死
」
（
ヨ
o
旨
包
丘
一
①
）
　
の
制
度
（
フ
ラ
ン
ス
で
も
一
八

五
四
年
五
月
三
十
一
日
法
で
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
）
な
ど
が
、
御
国
民
法
で

削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
御
国
民
法
が
「
民
法
決
議
」
よ
り
も
一
歩
前
進

し
た
草
案
で
あ
る
証
拠
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
御
国
民
法
も
確
定
し
た
草
案
と
は
み
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
条
数
は
仮
の
番
号
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
つ
て
内
容
の

加
除
に
よ
つ
て
条
数
に
断
続
が
あ
り
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
五
七
条
か
ら

第
一
〇
一
条
に
該
当
す
る
部
分
に
は
、
そ
う
し
た
仮
の
条
数
す
ら
記
載
が
な

く
、
全
体
的
に
み
て
、
全
く
の
未
定
稿
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
城
井
本
「
御
国
民
法
」
の
「
民
法
決
議
第
二
」
に
該
当
す
る
部
分
（
第
一
〇

二
条
i
第
二
二
条
）
は
、
こ
ま
か
い
字
句
の
相
違
を
の
ぞ
い
て
は
、
両
者

は
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
相
違
と
い
う
の
は
．
例
え
ぽ
「
立
置
キ

タ
ル
」
が
「
立
テ
置
キ
タ
ル
」
（
第
一
二
一
条
。
前
が
「
民
法
決
議
第
二
」
、
後
が

「
御
国
民
法
」
の
文
言
、
以
下
同
じ
）
、
「
訴
出
ル
時
」
が
　
「
訴
出
時
」
（
第
一
二
四

穿
）
．
「
好
情
」
が
「
姦
情
」
（
第
二
〇
〇
条
）
の
類
て
あ
る
。
し
か
し
、
「
民
法
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
九
五
さ

議
第
二
」
の
文
言
で
明
ら
か
な
誤
り
が
、
訂
正
さ
れ
て
い
る
個
所
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
第
一
〇
七
条
の
「
職
住
」
が
「
職
任
」
に
、
第
一
七
四
条
の
引
用
条
文

「
第
百
六
十
二
条
」
が
「
百
六
十
条
」
に
な
つ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　
元
来
、
こ
の
第
一
〇
二
条
か
ら
第
二
二
条
に
至
る
個
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
民

法
の
条
数
に
合
わ
せ
、
そ
の
内
容
を
翻
案
、
潤
色
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
会
議

の
討
議
用
に
作
ら
れ
た
第
一
次
草
案
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
第
ニ
コ
一
条
以
下
第
二
六
六
条
ま
で
の
部
分
（
こ
れ
は
、
「
民
法
決
議
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
は
存
在
し
な
い
）
も
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
が
、
そ
う
し
た

翻
案
調
の
ま
ま
で
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
部
分
は
、
ま
だ
討
議
の
対

象
に
ま
で
な
ら
な
か
つ
た
の
か
、
あ
る
い
は
討
議
さ
れ
た
と
し
て
も
、
修
正
の

段
階
に
ま
で
至
ら
な
か
つ
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
〇
一
条
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
最
初
に
そ
う
し
た
翻
案

調
の
第
一
次
草
案
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
討
議
し
て
修
正
加
除
を
行
い
、
そ
の
中

間
的
結
果
を
一
応
ま
と
め
た
も
の
が
、
「
民
法
決
議
」
（
「
民
法
決
議
第
ご
も
同

じ
段
階
の
も
の
と
思
わ
れ
る
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
修
正
、
加
除
し
た
も

の
が
、
「
御
国
民
法
」
の
そ
れ
に
該
当
す
る
部
分
ー
こ
れ
と
て
も
ま
だ
未
定

稿
で
あ
る
こ
と
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
ー
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
城
井
本
「
御
国
民
法
」
の
成
稿
時
期
を
考
え
て
み
た
い
。
そ

の
写
本
そ
の
も
の
は
、
司
法
省
罫
紙
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
て
、
司
法
省
時

代
の
筆
写
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
の
成
稿
時
期
は
そ

れ
以
前
で
あ
つ
た
と
み
る
推
測
も
十
分
成
り
た
つ
。
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
未

定
稿
草
案
を
、
司
法
省
の
時
代
に
参
考
資
料
と
し
て
ー
お
そ
ら
く
は
民
法
編

纂
の
参
考
と
し
て
ー
筆
写
す
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
．



　
ま
ず
、
城
井
本
「
御
国
民
法
」
の
中
、
う
民
法
決
議
」
に
該
当
す
る
部
分
の

成
稿
時
期
を
考
察
し
よ
う
。
「
民
法
決
議
」
お
よ
び
　
「
民
法
決
議
第
一
」
は
、

共
に
太
政
官
罫
紙
が
使
用
さ
れ
、
制
度
局
と
い
う
名
称
の
記
載
と
、
制
度
取
調

と
い
う
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
、
制
度
局
時
代
の
草
案
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
．
「
御
国
民
法
」
の
そ
れ
ら
に
該
当
す

る
部
分
は
、
そ
の
修
正
案
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
制
度
局
時
代
に
成
稿
し

た
も
の
と
、
一
応
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
も
し

も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
御
国
民
法
」
の
そ
の
部
分
は
、
制
度
局
民
法
編
纂

会
議
の
最
終
案
i
未
定
稿
で
は
あ
る
が
ー
で
あ
つ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
ち
に
司
法
省
に
お
い
て
、
制
度
局
時
代
の
草
案
を
参
考

ま
で
に
筆
写
し
た
と
す
れ
ば
、
当
然
に
最
終
案
を
利
用
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
御
国
民
法
」
の
そ
の
部
分
が
、
「
民
法
決
議
」
お
よ
び
「
民
法
決

議
第
一
」
と
同
様
に
、
制
度
局
時
代
に
成
稿
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
し
た

が
つ
て
、
別
の
推
測
す
な
わ
ち
制
度
局
以
後
の
民
法
編
纂
会
議
に
お
い
て
成
稿

し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
明
治
四
年
八
月
十
八
日
、
制
度
局
は
あ
ら
た
に
設
け
ら
れ
た
立
法
機
関
で
あ

る
左
院
（
七
月
二
十
九
日
創
設
）
に
吸
収
さ
れ
て
廃
止
さ
れ
た
。
左
院
副
議
長

江
藤
新
平
（
八
月
十
日
任
）
は
、
制
度
局
に
お
い
て
主
宰
し
て
い
た
民
法
編
纂
会

議
を
、
左
院
へ
移
し
て
再
興
し
た
．
こ
の
左
院
民
法
編
纂
会
議
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
な

（
運

し　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
前
掲
箕
作
麟
祥
談
も
、

　
　
　
　
御
　
田
　
民
　
法

　
　
其
後
、
制
度
局
の
民
法
会
は
．
止
ま
り
ま
し
て
、
左
院
で
．
民
法
会
が
始

　
ま
り
ま
し
た
が
、
字
句
論
が
あ
つ
た
ば
か
り
で
、
事
柄
の
こ
と
は
、
何
と
本

　
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
前
掲
こ
記
録
」
に
も
、

　
　
明
治
四
年
八
月
左
院
創
立
ノ
後
更
二
本
会
（
鮮
訟
）
ヲ
再
興
ス
。
然
レ
ト
舌

　
納
言
参
議
ノ
臨
席
、
諸
官
省
会
員
ノ
列
席
ス
ル
コ
ナ
ク
、
箕
作
麟
祥
及
ヒ
議

　
官
中
有
志
ノ
輩
数
名
出
席
、
僅
二
字
句
ヲ
評
論
ス
ル
ノ
ミ
。

　
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
つ
て
私
は
「
左
院
の
民
法
会
議
は
江
藤
の
司
法
卿

就
任
迄
、
約
九
ヶ
月
余
続
行
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
そ
の
成
果
の
断
片

だ
に
伝
へ
ら
れ
ざ
る
儘
、
模
糊
た
る
昏
冥
の
裡
に
放
置
す
る
の
止
む
な
き
に
あ

る
は
、
我
が
明
治
法
制
史
上
、
最
も
遺
憾
な
る
出
来
事
の
一
つ
と
云
は
ね
ば
な

（
珀
）

ら
ぬ
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
状
況
は
、
い
ま
も
な
お
つ
づ
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
制
度
局
に
お
い
て
、
一
応
の
草
案
が
成
稿
し
て
い
た
事
実
が
明
ら

か
に
な
つ
た
今
日
で
は
、
左
院
の
民
法
編
纂
会
議
は
、
そ
う
し
た
草
案
を
台
本

に
し
て
、
討
議
を
す
す
め
た
と
み
る
推
測
も
十
分
成
り
た
つ
。
と
す
る
と
、
制

度
局
草
案
「
民
法
決
議
」
の
修
正
案
で
あ
る
「
御
国
民
法
」
の
前
加
篇
、
第
一

　
　
　
　
（
2
0
）

篇
、
第
二
篇
は
、
左
院
民
法
編
纂
会
議
の
所
産
で
あ
つ
た
と
考
々
曽
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
御
国
民
法
」
が
司
法
省
時
代
に
な
つ
て
か
ら
の
筆
写
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
前
加
篇
、
第
一
篇
、
第
二
篇
は
、
司
法
省
に
お
い
て
成
稿
し
た
と

い
う
疑
い
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
司
法
省
に
お
い
て
、
制

度
局
草
案
「
民
法
決
議
」
の
修
正
を
行
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
仮
に
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
九
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九
）



　
　
　
　
御
　
国
　
民
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に
述
べ
た
左
院
民
法
編
纂
会
議
で
一
部
修
正
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
引
き
つ

づ
き
司
法
省
で
修
正
さ
れ
、
「
御
国
民
法
」
の
形
に
ま
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
司
法
省
の
民
法
編
纂
会
議
、
と
く
に
そ
の
明
治
五
年
十
月
以
前
の
状
況
、
そ

し
て
ま
た
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
ま
な
お
不
明
の
点
が
多
い
が
、
石
、
井
良
助
博
士
の

最
近
の
考
証
に
よ
る
と
、
明
治
四
年
九
月
、
司
法
省
内
に
一
種
の
外
局
と
し
て

設
け
ら
れ
た
明
法
寮
で
は
、
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
民
法
編
纂
事
業
が
開

始
さ
れ
て
、
草
案
が
作
ら
れ
、
五
年
四
月
十
二
日
よ
り
七
月
十
三
日
に
至
る
間

に
、
そ
の
修
正
作
業
が
行
わ
れ
て
「
改
脳
未
定
本
民
法
」
を
成
稿
、
さ
ら
に
数

度
の
修
正
を
経
て
千
百
余
条
に
及
ぶ
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
を
完
成
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
司
法
卿
江
藤
新
平
（
五
年
四
月
二
十
五
日
任
）
は
、
五
年

五
月
以
降
、
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
を
司
法
省
の
会
議
に
改
組
し
、
明
法
寮
、

司
法
省
本
省
の
官
員
の
み
な
ら
ず
、
左
院
議
長
後
藤
象
次
郎
と
協
議
の
上
、
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

院
議
官
を
も
参
加
せ
し
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
城
井
国
綱
は
司
法
省
創
設
以
来
、
本
省
に
在
職
し
た

が
、
五
年
二
月
に
明
法
寮
に
入
つ
て
お
り
、
そ
の
本
省
に
在
任
中
は
、
そ
こ
で

民
法
編
纂
会
議
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
か
ら
、
城
井
本
「
御
国
民
法
」
の
作

成
は
、
彼
が
明
法
寮
に
転
じ
た
以
後
の
こ
と
と
み
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、
そ
の
頃
、
明
法
寮
で
は
民
法
編
纂
会
議
が
行
わ
れ
て
い
る
．

　
と
す
る
と
、
「
御
国
民
法
」
（
前
加
篇
、
第
一
篇
、
第
二
篇
）
は
、
こ
の
会
議
の

所
産
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
会
議
の
参
考
資
料
に
、
そ
れ
以
前
の

会
議
（
制
度
局
、
左
院
）
で
成
稿
し
て
い
た
草
案
を
筆
写
し
た
も
の
か
、
ど
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
　
（
九
六
〇
）

ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
前
者
で
あ
れ
ば
、
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
は
、
四
月

十
二
日
以
前
に
お
い
て
、
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
第
一
次
草
案
の
起
草
に
先
立

ち
、
制
度
局
民
法
草
案
「
民
法
決
議
」
を
台
本
に
し
て
修
正
作
業
（
左
院
で
一
部

の
修
正
は
行
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
）
を
行
つ
た
時
期
が
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
そ
の
修
正
作
業
は
、
五
年
二
月
以
降
に
行
わ
れ
た
と
の
み
み
る
必

要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
．
そ
の
修
正
は
五
年
二
月
以
前
に
行
わ
れ
、
同
月
、

明
法
寮
に
入
つ
た
城
井
が
、
そ
れ
ま
で
の
成
果
を
筆
写
し
た
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
民
法
編
纂
会
議
に
参
加
し
た
確
証
は
な

い
。
ま
た
、
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
は
、
「
皇
国
民

法
仮
規
則
」
草
案
の
起
草
に
際
し
、
そ
れ
ま
で
の
民
法
編
纂
事
業
の
業
績
を
調

査
し
、
そ
の
成
果
が
城
井
本
「
御
国
民
法
」
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
御
国
民
法
（
前
加
篇
、
第
一
篇
、
第
二
篇
）
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

て
は
、
種
々
の
仮
説
が
成
り
た
つ
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
次
の
通
り
で

あ
る
。

　
e
　
制
度
局
民
法
編
纂
会
議
（
三
年
九
月
ー
四
年
七
月
）
で
、
「
民
法
決
議
」

　
　
よ
り
一
歩
前
進
し
た
草
案
と
し
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
左
院
民
法
編
纂
会
議
（
四
年
八
月
－
五
年
四
月
）
で
、
「
民
法
決
議
」
を
台

本
に
し
て
、
修
正
が
行
わ
れ
、
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
（
始
期
不
明
な
れ
ど
四
年
九
月
以
降
ー
五
年
四
月

　
　
以
前
）
で
、
「
民
法
決
議
」
を
台
本
に
し
て
、
修
正
が
行
わ
れ
、
成
稿
し

　
　
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
一
部
の
修
正
は
す
で
に
左
院
で
す
ん
で
い

　
　
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
㊨
　
e
あ
る
い
は
⇔
の
場
合
は
、
城
井
本
「
御
国
民
法
」
は
、
明
法
寮
民
法



　
　
編
纂
会
議
の
参
考
資
料
と
し
て
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
私
は
㊧
以
外
の
公
算
が
大
き
い
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、

他
に
有
力
な
傍
証
の
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
、
そ
の
断
定
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。
た

だ
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
制
度
局
民
法
草
案
「
民
法
決
議
」
の
修

正
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
城
井
本
「
御
国
民
法
」
の
「
民
法
決
議
第
二
」
に
該
当
す
る
部
分
（
第
一
〇

二
条
ー
第
二
一
一
条
）
と
、
そ
の
続
編
（
第
一
二
二
条
ー
第
二
六
六
条
）
の
成
稿

時
期
に
つ
い
て
み
る
に
、
そ
の
部
分
は
お
そ
ら
く
制
度
局
時
代
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
O
「
民
法
決
議
第
二
」
は
、
明
ら
か
に
制

度
局
草
案
で
あ
る
「
民
法
決
議
第
一
」
に
す
で
に
附
属
し
て
い
る
か
ら
、
す
く

な
く
と
も
、
「
御
国
民
法
」
の
「
民
法
決
議
第
二
」
に
該
当
す
る
部
分
は
．
制

度
局
時
代
の
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
口
こ
の
部
分
は
前
に
述
べ
た
通
り
翻
案

調
の
原
案
で
あ
る
が
、
こ
の
程
度
の
も
の
な
ら
ば
（
と
く
に
第
壬
二
四
条
以
下

の
翻
訳
調
に
つ
い
て
は
、
本
稿
・
註
M
参
照
）
、
箕
作
麟
祥
訳
「
仏
蘭
西
法
律
書

民
法
」
木
版
本
が
出
版
さ
れ
た
以
後
は
（
第
一
冊
か
ら
第
四
冊
ま
で
は
「
明
治
辛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

未
仲
春
」
刊
）
、
わ
ざ
わ
ざ
筆
写
本
を
作
ら
な
く
と
も
、
そ
の
木
版
本
を
討
議
の

台
本
に
で
き
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
（
五
年
十
月
三
十
日
以
降
の
司
法
省
民
法
編
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

会
議
は
、
こ
の
方
法
に
よ
つ
て
い
る
）
．
仮
に
「
御
国
民
法
」
の
フ
ラ
ン
ス
民
法

第
一
〇
一
条
相
当
の
条
文
ま
で
が
（
「
民
法
決
議
第
ご
に
該
当
す
る
部
分
）
．
左

院
あ
る
い
は
明
法
寮
で
成
稿
し
た
も
の
と
し
て
も
、
な
お
第
一
〇
二
条
以
下
の

部
分
は
、
制
度
局
時
代
の
も
の
と
み
て
い
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
終
始
修
正
を
う
け
る
機
会
が
な
く
、
最
初
の
原
案
が
そ
の
ま
ま
残
つ

た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
．
こ
の
部
分
の
成
稿
時
期
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

一
応
の
推
定
に
と
ど
め
、
将
来
に
お
け
る
関
係
資
料
の
出
現
を
ま
ち
た
い
。

（
1
）
　
表
紙
の
題
籏
に
「
自
一
条
至
二
百
六
拾
六
条
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
六

　
六
力
条
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
最
初
の
条
文
が
第
一
条
で
、
最
後
の
条

　
文
が
第
二
六
六
条
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
中
に
は
欠
条
も
あ
り
、
ま
た
条
数
が

　
付
さ
れ
て
い
な
い
個
所
も
あ
る
の
で
、
実
際
の
条
項
の
数
は
、
約
二
四
C
力
条

　
で
あ
る
。

（
2
）
　
尾
佐
竹
猛
「
明
治
警
察
裁
判
史
」
一
八
四
頁
所
収
の
も
の
に
よ
る
．

（
3
）
　
明
治
五
年
五
月
「
官
員
全
書
・
司
法
省
」
一
二
枚
裏
．
明
治
七
年
月
不
詳

　
「
官
員
録
」
に
よ
る
と
、
城
井
は
、
警
視
庁
九
等
出
仕
に
在
職
し
て
い
る
コ

　
一
三
枚
表
）
。
明
法
寮
か
ら
警
視
庁
へ
転
任
し
た
年
月
日
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
な
お
、
彼
の
略
伝
は
、
山
崎
有
信
「
豊
前
人
物
志
」
（
昭
和
十
四
年
）
四
六
四

　
頁
参
照
．

（
4
）
　
石
井
良
助
「
民
法
典
の
編
纂
－
民
法
決
議
よ
り
民
法
仮
法
則
迄
」
・
国

　
家
学
会
雑
誌
第
五
八
巻
二
号
・
六
一
頁
以
下
．

（
5
）
　
石
井
良
助
「
民
法
決
議
第
三
篇
至
第
五
篇
」
・
法
学
協
会
雑
誌
第
八
○
巻

　
二
号
・
三
九
頁
以
下
。

（
6
）
　
私
も
、
昭
和
十
八
年
に
出
版
し
た
拙
著
に
お
い
て
「
制
度
局
民
法
編
纂

　
事
業
」
は
「
何
分
に
も
資
料
の
貧
困
は
、
そ
の
時
期
、
草
案
の
成
否
等
、
何
等

　
具
体
的
事
実
の
片
鱗
を
も
伝
へ
な
い
の
は
寒
に
遺
憾
に
堪
え
な
い
」
（
「
明
治
初

　
年
の
民
法
編
纂
」
司
法
資
料
別
冊
第
一
二
号
二
二
頁
）
と
述
べ
た
こ
と
が
あ

　
る
。
な
お
、
星
野
通
「
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
」
（
昭
和
十
八
年
）
・
八
頁
以
下

参
照
。

（
7
）
　
大
槻
文
彦
「
箕
作
麟
祥
君
伝
」
・
一
〇
一
頁
ー
一
〇
二
頁
．

（
8
）
　
註
4
に
同
じ
。

（
9
）
　
小
早
川
欣
吾
　
「
旧
民
法
編
纂
過
程
と
旧
民
法
典
に
関
す
る
論
争
に
就
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
（
九
六
一
）



御
　
国
　
民
　
法

　
て
」
・
「
続
明
治
法
制
叢
考
」
（
昭
和
十
九
年
）
・
二
一
一
頁
－
一
二
二
貝
。
石

　
井
博
士
も
、
こ
の
資
料
を
利
用
し
て
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
制
度
局
民
法
草
案
の

考
証
を
発
表
さ
れ
て
い
る
（
「
『
民
法
決
議
』
に
つ
い
て
」
・
法
律
時
報
第
二
九

　
巻
一
号
・
八
六
頁
以
下
）
。

（
1
0
）
　
「
嵯
峨
実
愛
日
記
」
第
三
（
日
本
史
籍
協
会
本
）
・
二
九
〇
頁
ー
二
九
一
頁
。

　
な
お
、
こ
の
日
記
で
は
、
水
本
は
　
「
大
判
事
」
と
あ
る
が
、
本
文
に
掲
げ
た

　
「
一
記
録
」
で
は
「
大
丞
」
と
な
つ
て
い
る
。
「
元
老
院
勅
奏
判
任
官
履
歴

　
書
」
に
よ
る
と
、
水
本
は
明
治
二
年
十
月
九
日
に
刑
部
大
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
、

　
三
年
十
二
月
廿
四
日
に
中
判
事
に
降
官
、
四
年
二
月
二
十
日
に
免
官
と
な
つ
て

　
い
る
（
五
七
枚
裏
）
。
し
た
が
つ
て
「
大
丞
」
と
あ
る
は
誤
り
で
あ
る
。

（
1
1
）
（
1
2
）
　
註
5
に
同
じ
。

（
1
3
）
　
「
民
法
決
議
」
と
「
民
法
決
議
第
ご
と
の
間
に
み
ら
れ
る
些
少
の
字
句
の

　
相
違
を
比
較
し
て
、
石
井
博
士
は
前
者
の
方
が
「
や
や
整
つ
た
点
が
見
え
る
」

　
と
さ
れ
て
い
る
（
石
井
・
前
掲
民
法
決
議
第
三
篇
至
第
五
篇
・
法
学
協
会
雑
誌

　
第
八
○
巻
二
号
・
四
〇
頁
）
。
私
も
、
石
井
博
士
か
ら
頂
戴
し
た
「
民
法
決
議

　
第
『
の
写
真
版
に
よ
つ
て
、
両
者
を
比
較
す
る
便
宜
を
有
し
た
が
、
ほ
と
ん

　
ど
先
後
を
決
め
え
な
い
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
。
右
写
真
を
御
恵
与
さ
れ
た
石
井

　
博
士
の
御
厚
意
に
は
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
．

（
1
4
）
　
第
二
三
三
条
ま
で
は
、
「
民
法
決
議
第
二
」
と
同
じ
よ
う
に
、
欄
外
に
条
数

　
が
書
か
れ
、
本
文
中
に
は
条
数
が
附
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
三
四
条
か
ら
の
部

　
分
は
本
文
中
に
条
数
が
あ
り
、
と
く
に
、
こ
の
部
分
の
翻
訳
調
は
、
前
の
部
分

　
に
比
較
し
て
、
著
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
と
す
る
と
、
「
民
法
決
議
第
二
」
に

　
該
当
す
る
部
分
お
よ
び
そ
れ
と
同
じ
形
式
の
第
一
二
二
条
か
ら
第
二
三
三
条
ま

　
で
の
部
分
と
、
そ
の
後
の
第
二
三
四
条
か
ら
第
二
六
六
条
ま
で
の
部
分
と
は
、

　
異
質
の
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
後
者
が
第
一
次
草
案
で
、
前
者

　
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
第
一
次
草
案
は
別
に
あ
り
、
そ
れ
を
多
少
潤
色
し

八
二

（
九
六
二
）

　
た
第
二
次
草
案
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
文
で
は
一
応
全
部

　
を
同
じ
段
階
の
草
案
（
第
一
次
草
案
）
と
み
て
考
証
し
た
。

（
1
5
）
　
石
井
博
士
は
、
「
民
法
決
議
」
の
「
決
議
」
の
意
味
を
、
制
度
局
民
法
編

纂
会
議
で
議
決
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
．
そ
れ
が
た

　
め
、
本
文
で
引
用
し
た
「
一
記
録
」
の
「
数
月
ノ
会
議
ヲ
費
シ
、
一
モ
議
定
二

　
至
ル
事
ナ
シ
」
と
い
う
記
事
は
誤
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
（
前
掲
民
法
決
議
に
つ

　
い
て
・
法
律
時
報
第
二
九
巻
一
号
・
八
七
頁
）
、
ま
た
、
「
民
法
決
議
」
の
成
稿

　
時
期
を
、
制
度
局
が
廃
止
さ
れ
る
直
前
の
「
明
治
四
年
七
月
頃
」
と
推
定
さ
れ

　
て
い
る
（
「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
解
題
」
・
「
明
治
文
化
資
料
叢
書
」
第
三

　
巻
・
三
頁
）
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
法
決
議
の
修
正
案
で
あ
る
「
御

　
国
民
法
」
（
前
加
篇
、
第
一
篇
、
第
二
篇
）
は
、
明
ら
か
に
、
制
度
局
時
代
の

　
も
の
で
は
な
く
、
次
の
段
階
に
お
け
る
編
纂
会
議
（
左
院
か
ま
た
は
明
法
寮
）

　
の
所
産
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
決
議
」
を
議
決
さ
れ
た
も
の
と

　
解
す
る
こ
と
に
は
、
私
は
疑
間
を
感
じ
る
。
「
民
法
決
議
」
は
表
題
で
あ
る
か

　
ら
、
単
に
民
法
に
関
す
る
取
り
極
め
と
い
う
が
ご
と
き
意
味
で
あ
つ
て
、
と
く

　
に
決
議
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
「
民
法
決
議
第
一
ご
の
内
容

　
は
、
討
議
以
前
の
状
態
の
も
の
で
あ
り
、
到
底
「
決
議
」
さ
れ
た
も
の
と
は
考

　
え
ら
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
　
「
決
議
」
の
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

　
私
の
疑
問
を
裏
付
け
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
16
）
　
左
院
副
議
長
江
藤
新
平
が
、
左
院
か
ら
司
法
卿
に
転
出
し
た
以
後
の
左
院

　
に
お
け
る
民
法
編
纂
事
業
に
つ
い
て
は
、
石
井
良
助
博
士
の
研
究
に
よ
つ
て
、

　
相
当
詳
し
く
判
明
し
て
い
る
（
「
左
院
の
民
法
草
案
」
e
⇔
完
・
国
家
学
会
雑

　
誌
第
六
〇
巻
一
号
・
二
六
頁
以
下
．
同
巻
六
号
・
五
三
頁
以
下
、
「
左
院
の
民

　
法
草
案
」
法
律
時
報
第
三
〇
巻
二
号
・
一
〇
〇
頁
以
下
等
）
。
　
い
ま
な
お
、
ほ

　
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
の
は
、
江
藤
副
議
長
時
代
の
そ
れ
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
前
掲
箕
作
伝
二
〇
二
頁
．



（
1
8
）
　
小
早
川
・
前
掲
法
制
叢
考
・
二
一
四
頁
び

（
1
9
）
　
前
掲
拙
著
・
二
七
頁
。

（
2
0
）
　
「
御
国
民
法
」
で
は
第
一
篇
と
第
三
篇
か
ら
第
六
篇
ま
で
は
、
篇
名
が
明

　
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
篇
の
篇
名
だ
け
は
、
脱
落
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ

　
ラ
ン
ス
民
法
第
二
篇
身
上
証
書
に
該
当
す
る
内
容
（
第
三
四
条
以
下
第
一
〇
一

　
条
に
相
当
す
る
条
文
ま
で
）
は
存
在
す
る
．
し
た
が
つ
て
、
本
稿
で
は
便
宜

　
上
、
第
二
篇
と
呼
ん
だ
。

（
2
1
）
　
石
井
良
助
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
法
律
時
報
第
二
九
巻
八
号
・
九
六
頁
以
下

　
参
照
．
私
は
か
つ
て
、
明
治
五
年
五
月
以
降
の
司
法
省
民
法
編
纂
会
議
（
こ
れ

　
は
左
院
と
合
同
、
同
年
十
月
、
主
と
し
て
司
法
省
側
委
員
の
み
の
会
議
に
改
組
）

　
と
、
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
（
皇
国
民
法
仮
規
則
を
成
稿
）
と
は
併
行
的
に
行

　
わ
れ
た
別
の
会
議
と
理
解
し
て
い
た
（
拙
稿
「
明
治
初
年
の
民
法
草
案
」
・
本

　
誌
第
二
一
巻
七
号
・
一
〇
頁
以
下
参
照
）
．
本
文
で
述
べ
た
石
井
博
士
の
説
は
、

　
有
力
な
新
説
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
一
応
そ
れ
に
拠
つ
た
。

（
2
2
）
　
五
年
四
月
以
降
の
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
（
す
な
わ
ち
改
刷
未
定
本
民
法

　
そ
し
て
そ
れ
を
修
正
し
た
皇
国
民
法
仮
規
則
を
作
つ
た
司
法
省
民
法
編
纂
会

　
議
）
あ
る
い
は
そ
れ
を
改
組
し
た
五
年
十
月
以
降
の
司
法
省
民
法
編
纂
会
議

　
（
民
法
仮
法
則
を
成
稿
し
た
）
の
時
代
に
、
制
度
局
ま
た
は
左
院
で
成
稿
し
た

　
草
案
を
、
参
考
ま
で
に
筆
写
し
た
も
の
が
、
「
御
国
民
法
」
で
あ
つ
た
と
考
え

　
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
前
者
は
す
で
に
出
来
て
い
た
第
一
次
草
案
の
改
冊

　
作
業
が
主
た
る
仕
事
で
あ
り
、
ま
た
、
後
者
は
箕
作
訳
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
台
本

　
に
し
て
作
業
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
推
測
の

　
成
り
た
つ
公
算
は
す
く
な
い
。

　
　
ま
た
、
明
法
寮
民
法
編
纂
会
議
に
、
城
井
が
参
加
し
た
確
証
が
な
い
か
ら
、

　
同
会
議
と
は
関
係
な
く
、
彼
が
個
人
的
興
味
か
ら
過
去
の
民
法
草
案
を
筆
写
し

　
た
と
み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
時
、
司
法
省
の
下
級
官
員
で
あ
つ
た
彼

御
　
国
　
民
　
法

　
が
、
民
法
編
纂
に
そ
れ
ほ
ど
の
関
心
が
あ
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ぴ

　
（
2
3
）
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
〇
一
条
乃
至
第
二
六
六
条
は
、
箕
作
訳
「
仏
蘭
西
法

　
　
律
書
　
民
法
」
の
第
一
冊
と
第
二
冊
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
．

　
（
塞
）
　
前
掲
拙
著
・
六
六
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
前
註

　
（
1
）
　
欄
外
に
書
か
れ
て
い
る
条
数
は
、
印
刷
の
便
宜
上
、
（
　
）
を
附
し
て
、

　
　
各
条
文
の
右
肩
に
収
め
た
。
ま
た
、
欄
外
の
書
入
れ
も
、
本
文
の
中
に
収
め
て

　
　
註
記
し
た
。

　
（
2
）
　
ゴ
ヂ
は
、
本
文
朱
筆
を
示
す
．

　
（
3
）
　
一
U
「
は
、
抹
消
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
現
在
余
り
使
用
さ
れ
な
い
俗
字
、
古
字
は
、
普
通
の
字
体
に
改
め
た
．
公

　
　
を
去
、
笄
を
算
、
匹
を
亡
、
吏
を
事
の
類
で
あ
る
。

　
　
　
　
御
国
民
法
（
表
紙
の
題
名
ー
手
塚
註
）

　
　
民
法

　
　
　
前
加
篇

（
一
条
）

一
法
律
ハ
太
政
官
ヨ
リ
為
シ
タ
ル
布
告
ニ
ヨ
リ
全
国
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
可
シ

　
法
律
ハ
其
布
告
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
時
ヨ
リ
国
中
ノ
各
所
二
於
テ
之
ヲ
行

　
フ
可
シ

　
太
政
官
ヨ
リ
為
シ
タ
ル
布
告
ヲ
太
政
官
所
在
ノ
府
下
二
於
テ
ハ
布
告
ノ
日
ヨ

　
リ
七
日
ノ
後
二
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ト
看
倣
シ
他
ノ
府
県
二
於
テ
ハ
布
告
其
庁
二

　
達
セ
シ
ヨ
リ
十
五
日
ノ
後
二
其
管
内
之
ヲ
知
ル
コ
ト
ト
看
倣
ス
可
シ

（
二
条
）

一
法
律
ハ
将
来
ノ
事
ヲ
定
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
之
ヲ
既
往
二
施
行
ス
可
カ
ラ
ス

八
三

（
九
六
三
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

（
三
条
）

一
取
締
ノ
法
律
及
ヒ
国
中
安
寧
ノ
事
二
管
ス
ル
法
律
ハ
全
国
中
二
居
住
ス
ル
者

　
皆
之
ヲ
循
守
ス
可
シ

　
不
動
産
ハ
外
国
人
ノ
所
有
ス
ル
物
ト
難
モ
日
本
ノ
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
配
ス
可

　
シ

　
人
ノ
身
上
及
ヒ
権
利
二
管
シ
タ
ル
法
律
ハ
外
国
二
居
住
ス
ル
者
ヲ
間
ハ
ズ
各

　
日
本
人
ヲ
支
配
ス
可
シ

（
四
条
）

一
若
シ
裁
判
役
法
律
ノ
備
ハ
ラ
ス
法
律
ノ
審
ナ
ラ
ズ
法
律
ノ
所
欠
ヲ
以
テ
ロ
実

　
ト
ナ
シ
裁
判
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
肯
セ
サ
ル
時
ハ
其
本
人
ヨ
リ
漫
二
裁
判
ヲ
為
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
・
ル
ノ
罪
ヲ
裁
判
係
リ
ノ
別
名
へ
訴
フ
可
シ

（
五
条
）

　
制
ル

（
六
条
）

一
私
二
為
シ
タ
ル
契
約
ヲ
以
テ
公
ケ
ノ
安
寧
及
ヒ
風
儀
等
二
関
ス
ル
法
律
ヲ
犯

　
ス
可
カ
ラ
ス

　
　
第
一
篇
　
人
事

　
　
　
第
一
章
民
権
ヲ
受
ル
事

（
七
条
）

一
民
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ハ
公
権
ヲ
行
フ
ト
相
管
ス
ル
コ
ト
無
シ
但
シ
公
権
ハ
国
ノ

　
憲
法
二
因
テ
之
ヲ
得
且
ツ
之
ヲ
有
ス
ヘ
キ
モ
ノ
也

（
八
条
）

一
各
日
本
人
ハ
悉
ク
民
権
ヲ
有
ス
可
シ

（
九
条
）

一
国
内
二
於
テ
生
レ
シ
外
国
人
ノ
子
ハ
丁
年
鰍
六
二
至
リ
シ
ヨ
リ
一
年
内
二
日

　
本
人
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ト
求
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
　
但
其
求
ル
所
ヲ
得
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
欲
ス
ル
ニ
ハ
其
者
ノ
日
本
二
居
住
ス
ル
時
ハ
日
本
二
其
住
所
ヲ
定
ム
可
ヘ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
　
（
九
六
四
）

　
ノ
証
書
ヲ
出
シ
テ
其
時
ヨ
リ
一
年
内
二
日
本
二
住
所
ヲ
定
ム
ル
事
ヲ
必
要
ナ

　
　
　
　
一
年
ヲ
過
テ
求
メ
ハ

　
リ
ト
ス
帰
化
ノ
法
ア
リ

（
十
条
）

一
外
国
二
於
テ
生
タ
ル
日
本
人
ノ
子
ハ
日
本
人
ナ
リ
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
失

　
ヒ
シ
日
本
人
ノ
外
国
二
於
テ
生
ミ
タ
ル
子
ト
錐
モ
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
式
ヲ

　
行
フ
ニ
於
テ
ハ
何
レ
ノ
時
ヲ
論
セ
ズ
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
得
ベ
シ

（
十
一
条
）

一
外
国
人
ハ
其
本
国
ト
日
本
ト
結
ヒ
タ
ル
条
約
二
因
リ
其
国
二
在
テ
日
本
人
ノ

　
受
ル
所
二
等
シ
キ
民
権
ヲ
日
本
二
於
テ
受
ク
可
シ

（
十
二
条
）

一
日
本
人
二
嫁
シ
タ
ル
外
国
ノ
女
ハ
其
夫
ノ
身
分
二
従
フ
可
シ

（
十
三
条
）

一
太
政
官
ノ
允
許
ヲ
受
ケ
日
本
二
其
住
所
ヲ
定
ム
ル
事
ヲ
得
タ
ル
外
国
人
ハ
日

　
本
二
居
住
ス
ル
時
間
諸
般
ノ
民
権
ヲ
受
ク
可
シ

（
十
四
条
）

一
外
国
人
ノ
日
本
二
居
住
セ
ザ
ル
者
ト
錐
モ
日
本
二
於
テ
日
本
人
ト
結
ヒ
タ
ル

　
契
約
ヲ
行
ハ
シ
ム
可
キ
為
メ
之
ヲ
日
本
ノ
裁
判
所
二
呼
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク

　
且
ツ
其
外
国
人
ノ
外
国
二
於
テ
日
本
人
ト
結
ヒ
タ
ル
契
約
ヲ
行
ハ
シ
ム
ヘ
キ

　
為
メ
又
之
ヲ
日
本
ノ
裁
判
所
二
呼
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
十
五
条
）

一
日
本
人
ノ
外
国
二
於
テ
外
国
人
ト
結
ヒ
タ
ル
契
約
ナ
リ
ト
錐
モ
其
契
約
ノ
事

　
二
付
キ
其
日
本
人
ヲ
日
本
ノ
裁
判
所
二
呼
出
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
十
六
条
）

一
商
業
二
管
シ
タ
ル
事
ノ
外
何
ヲ
論
セ
ス
日
本
ノ
裁
判
所
二
訴
ヲ
為
ス
外
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ハ
其
訴
訟
ノ
費
用
及
ヒ
償
額
ヲ
納
ム
ヘ
キ
保
訟
ヲ
立
ツ
可
シ
但
シ
其
外
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
筆
で
抹
消
－
手
塚
註
）

　
ノ
若
シ
日
本
二
於
テ
其
納
メ
方
ヱ
圏
』
保
証
ス
ル
ニ
足
ル
可
キ
不
動
産
ヲ
所



　
　
記
有
ト
為
ス
時
ハ
別
段
保
証
二
及
ハ
ス

　
　
　
第
二
章
民
権
ヲ
奪
フ
事

　
　
　
　
第
一
款
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
失
フ
ニ
因
リ
民
権
ヲ
奪
フ
事

（
十
七
条
）

一
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ハ
左
二
記
列
ス
ル
諸
件
二
因
テ
之
ヲ
失
フ

　
　
第
一
　
外
国
ノ
戸
籍
二
入
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
第
二
　
官
許
ナ
ク
外
国
政
府
ヨ
リ
官
職
ヲ
受

　
　
第
三
　
帰
国
ス
ル
ノ
意
ナ
ク
外
国
二
居
住
ヲ
定
ム

　
　
　
　
但
商
業
ノ
為
メ
外
国
二
居
住
ス
ル
者
ハ
帰
国
ス
ル
意
ナ
ク
シ
テ
外

　
　
　
　
国
二
居
住
セ
シ
者
ト
看
倣
ス
可
カ
ラ
ズ

（
十
八
条
）

一
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
失
ヒ
シ
者
特
二
官
許
ヲ
得
テ
帰
朝
シ
日
本
二
居
住
ス

　
ル
ノ
意
ト
日
本
ノ
法
二
背
キ
タ
ル
官
位
封
爵
ヲ
放
棄
ス
ル
ノ
意
ト
ヲ
陳
述
ス

　
ル
ニ
於
テ
ハ
何
レ
ノ
時
ト
錐
モ
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ

　
シ

（
条
数
を
欠
く
i
手
塚
註
）

一
外
国
人
二
嫁
シ
タ
ル
日
本
人
ノ
女
ハ
其
夫
ノ
身
分
二
従
フ
可
シ
其
女
ノ
寡
婦

　
ト
ナ
リ
タ
ル
時
既
二
日
本
二
居
住
シ
或
ハ
日
本
二
居
住
ヲ
定
ム
ヘ
キ
コ
ト
ヲ

　
陳
述
シ
テ
官
許
ヲ
受
ケ
日
本
二
帰
リ
シ
時
ハ
日
本
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
復
ス
可

　
シ

（
二
十
条
）

一
第
十
条
第
十
八
条
第
十
九
条
二
記
載
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
日
本
人
タ
ル
ノ
身

　
分
ヲ
復
ス
可
キ
者
ハ
其
数
条
二
於
テ
必
要
ト
定
タ
ル
規
則
ヲ
行
フ
ニ
非
レ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
日
本
人
タ
ル
身
分
ノ
権
利
ヲ
得
コ
ト
能
ハ
ス
但
其
規
則
ヲ
行
ヒ
シ
後
二
受
タ

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
ル
所
ノ
権
ハ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
二
十
一
条
）

一
官
許
ナ
ク
外
国
ノ
兵
籍
二
入
シ
者
ハ
我
国
人
タ
ル
ノ
身
分
ヲ
失
フ
可
シ
若
ン

　
其
者
帰
朝
復
籍
ヲ
願
フ
時
ハ
外
国
人
帰
化
ノ
例
二
従
フ
可
シ
叛
状
叛
跡
ア
ル

　
者
ハ
刑
法
ノ
条
例
二
因
ル

　
　
　
　
第
二
款
塑
一
一
サ
一
薙
詔
到
剛

　
（
以
下
、
身
上
証
書
の
部
分
ー
第
三
十
四
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
ー
は
第

　二篇第

一
章
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
．
そ
う
し
た
明
記
は
な
い
i
手
塚
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
上
証
書

（
三
十
四
条
）

一
各
部
曲
官
庁
ニ
ハ
兼
テ
出
産
帳
縁
談
公
示
帳
縁
組
帳
離
縁
帳
死
去
帳
改
名
帳

　
各
二
冊
ッ
・
ヲ
備
ヘ
ヲ
キ
身
上
申
立
ヲ
両
帳
ト
モ
ニ
記
ス
可
シ
梱
斜
二
諌
＋
甑

　
蜂
継
＋
配
鹸
＋
媚
糺
参
考

（
三
十
五
条
）

一
右
帳
二
冊
ト
モ
戸
籍
掛
官
員
ノ
自
筆
ニ
テ
首
尾
二
番
号
ヲ
記
シ
且
毎
葉
証
印

　
ヲ
ナ
ス
ベ
シ

（
一
二
十
山
ハ
条
）

一
部
曲
官
庁
ニ
テ
身
上
ノ
申
立
ヲ
記
ス
時
ハ
其
年
月
日
時
及
本
人
証
人
ノ
氏
名

　
年
齢
職
業
住
所
等
ヲ
記
載
ス
ベ
シ

　
　
但
本
人
等
申
立
ノ
外
解
説
二
類
ス
ル
コ
ト
ハ
総
テ
記
載
ス
ベ
カ
ラ
ズ

（
三
十
七
条
）

一
申
立
ヲ
帳
中
二
記
ス
ト
キ
ハ
空
行
ナ
ク
記
載
シ
略
語
略
字
ヲ
用
フ
可
カ
ラ
ス

　
誤
脱
補
正
ア
ル
モ
本
紙
ト
異
ナ
ラ
ザ
レ
ハ
妨
ナ
シ
之
ヲ
本
人
証
人
二
示
シ
承

　
諾
ノ
上
調
印
セ
シ
ム
可
シ
聯
班
什
知
鎌
考

（
三
十
八
条
）

一
本
人
自
ラ
出
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
公
証
ア
ル
書
面
ヲ
以
テ
托
シ
タ
ル
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
九
六
五
》



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

代
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
薦
廿
鴎
縣
梱
耐
醐
煉
粁
憤
鯖
参
考

（
三
十
九
条
）

一
身
上
証
書
ノ
証
人
ハ
親
族
他
人
二
限
ラ
ス
本
人
ノ
択
二
任
セ
廿
一
歳
以
上
ノ

男
子
タ
ル
可
シ
葺
穀
翌
慾
欝
傾
条
七
撃
条

（
四
十
条
）

一
身
上
証
書
ノ
記
載
出
来
ノ
上
ハ
本
人
又
ハ
名
代
人
及
ヒ
証
人
等
二
読
聞
セ
且

　
ッ
読
聞
セ
済
シ
コ
ト
ヲ
書
入
ル
可
シ
狂
什
鉱
条
参
舵
＋
九
条

（
四
十
一
条
）

一
証
書
ニ
ハ
部
曲
ノ
官
吏
及
ヒ
本
人
証
人
等
氏
名
ヲ
自
筆
シ
調
印
ス
可
シ
若
シ

　
本
人
証
人
等
自
筆
能
ハ
ザ
レ
ハ
官
吏
代
筆
シ
テ
其
由
ヲ
記
ス
可
シ
柁
鮒
八
条
五

　
参
考

（
四
十
二
条
）

一
歳
終
ゴ
ト
ニ
官
吏
両
帳
ヲ
整
頓
シ
一
ケ
月
内
二
一
冊
ヲ
其
区
長
ノ
書
庫
二
蔵

　
メ
一
冊
ヲ
四
等
裁
判
所
二
蔵
ム
ベ
シ

（
四
十
三
条
）

一
名
代
ヲ
托
ス
ル
証
書
並
其
他
書
類
ノ
身
上
証
書
二
添
フ
可
キ
モ
ノ
ア
レ
ハ
差

　
出
セ
シ
人
ト
部
曲
官
吏
ニ
テ
証
印
シ
本
帳
二
添
へ
裁
判
所
二
蔵
ム
ベ
シ
第
七

　
＋
条
参
考

（
第
四
十
四
条
）

一
何
人
二
限
ラ
ズ
身
上
証
書
帳
ヲ
蔵
ム
ル
役
所
二
至
リ
抜
書
ヲ
乞
フ
コ
ト
ヲ
許

　
ス
此
抜
書
本
帳
二
違
ハ
ス
且
ツ
下
等
裁
判
所
ノ
官
吏
証
印
ヲ
ナ
シ
タ
ル
者
ハ

　
贋
造
ノ
告
知
ア
ル
迄
ハ
之
ヲ
疑
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
軌
計
軌
辣
＋
肝
紀
百
針
渤
条

（
四
十
五
条
）

一
本
人
事
ア
リ
テ
身
上
ノ
証
ヲ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
其
者
未
タ
帳
中
加
名
セ
サ
ル

　
殿
又
ハ
其
帳
焼
失
セ
シ
ト
キ
ハ
証
人
又
ハ
書
面
ヲ
以
テ
本
人
ヨ
リ
其
旨
ヲ
証

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
能
牲
坐
、
諄
顎
篶
紐
設
三
＋
戸
条
参
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
九
六
六
）

　
　
但
此
場
合
二
於
テ
ハ
死
亡
セ
シ
父
母
ノ
所
持
セ
ル
控
書
又
ハ
証
人
ヲ
以
テ

　
（
ま
ま
）

　
　
昏
因
出
産
死
去
等
ヲ
証
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ

（
四
十
六
条
）

一
国
人
外
国
人
二
限
ラ
ス
外
国
二
在
テ
其
国
ノ
法
則
二
従
ヒ
記
シ
タ
ル
身
上
証

　
書
ハ
之
ヲ
真
正
ノ
者
ト
為
ス
可
シ
姻
廿
旭
縣
配
計
軌
焔
条
百
参
考

（
四
十
七
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
≦
ル
（
ま
ま
）

一
外
国
ニ
ア
ル
国
人
ノ
身
上
証
書
ハ
我
弁
理
公
使
又
ハ
岡
士
等
ニ
テ
我
国
ノ
法

　
則
二
循
ヒ
テ
記
載
ス
ル
者
ハ
真
正
ノ
者
タ
ル
可
シ
醐
廿
柁
縣
参
考

（
四
十
八
条
）

一
身
上
ノ
証
ヲ
其
以
前
二
記
シ
タ
ル
証
書
二
改
メ
テ
登
記
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
届
ケ

　
出
ル
ト
キ
ハ
現
今
ノ
所
用
帳
又
ハ
書
庫
中
二
蔵
メ
タ
ル
帳
中
二
付
記
シ
且
ツ

　
其
旨
ヲ
三
日
内
二
下
等
裁
判
所
へ
報
知
シ
テ
同
所
二
蔵
メ
タ
ル
帳
ニ
モ
附
記

　
セ
シ
ム
可
シ

　
　
但
目
代
ニ
テ
両
所
ノ
附
記
同
一
ノ
方
法
ナ
ル
ヲ
監
シ
テ
検
印
ス
可
シ
黙
射

　
　
勧
＋
猷
鹸
＋
栢
↑
参
考

（
四
十
九
条
）

一
部
曲
官
吏
若
シ
前
数
条
ノ
規
則
二
背
ク
コ
ト
ア
レ
ハ
三
等
裁
判
所
二
於
テ
其

　
始
末
ヲ
糺
シ
罰
金
ヲ
出
サ
シ
ム
可
シ
五
＋
三
条
参
考

　
　
但
此
ノ
罰
金
ノ
員
数
ハ
一
両
二
止
ル
可
シ

（
五
十
条
）

一
身
上
証
書
帳
ヲ
預
ル
官
吏
ハ
其
帳
ヲ
改
窟
穀
損
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
訴
訟
法
二

　
従
ヒ
其
処
治
ヲ
為
ス
可
シ

　
　
但
シ
外
二
改
窟
殿
損
ス
ル
者
ア
リ
テ
其
者
ヨ
リ
償
ヲ
求
ム
可
キ
理
ア
ラ
ハ

　
　
其
官
吏
訴
出
シ
テ
之
ヲ
償
ハ
シ
ム
ル
ヲ
得
可
シ
奨
話
凧
サ
一
蕪
参
考

（
五
十
一
条
）

一
官
吏
身
上
証
書
ヲ
改
窟
殿
損
シ
及
ヒ
贋
造
シ
或
ハ
零
紙
及
ヒ
記
載
ス
ヘ
ナ
ラ



　
｝
ル
簿
冊
二
記
セ
シ
等
ノ
事
ア
ル
ト
キ
ハ
其
本
人
ヨ
リ
訴
出
シ
償
ヲ
求
ム
ル

　
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
但
シ
此
規
則
ハ
刑
法
ノ
条
例
ト
相
触
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
可
シ

（
五
十
二
条
）

一
身
上
証
書
帳
ヲ
三
等
裁
判
所
二
蔵
ム
ル
時
ハ
目
代
之
ヲ
点
検
シ
且
ツ
其
旨
ヲ

　
略
書
ス
可
シ
若
シ
部
曲
官
吏
規
則
二
背
キ
タ
ル
コ
ト
ア
ル
カ
又
ハ
犯
罪
等
ノ

　
コ
ト
ア
レ
ハ
裁
判
所
へ
陳
述
シ
テ
其
官
吏
へ
罰
金
ヲ
言
渡
ス
コ
ト
ヲ
求
ム
可

　
シ

（
五
十
三
条
）
（
ま
ま
）

一
何
事
二
限
ラ
ラ
ス
三
等
裁
判
所
二
於
テ
身
上
ノ
証
書
ノ
事
ヲ
裁
判
シ
タ
ル
ニ

　
不
服
ノ
コ
ト
ア
レ
ハ
本
人
等
其
裁
判
ヲ
更
二
上
等
ノ
裁
判
所
二
訴
出
ス
ル
ヲ

　
得
ヘ
シ
栢
燦
条
千
鉦
箱
五

　
　
　
　
第
二
章
出
産
ノ
書

（
五
＋
四
条
）

一
出
産
ア
ラ
ハ
十
日
内
二
証
人
二
名
同
道
ニ
テ
其
地
ノ
部
曲
官
吏
二
届
ケ
出
可

　
シ
十
二
条
　
五
十
六
条
　
五
十
九
条

　
　
九
十
二
条
　
九
十
九
条
　
参
考

（
五
十
五
条
）

一
出
産
ノ
節
ハ
父
自
ラ
届
ケ
出
ツ
可
シ
父
疾
病
又
ハ
不
在
ノ
時
ハ
医
師
産
婆
又

　
ハ
其
場
二
居
合
セ
シ
者
ヨ
リ
届
ケ
出
ツ
可
シ
若
シ
他
所
ニ
テ
出
産
ス
ル
ト
キ

　
ハ
其
場
所
ノ
者
ヨ
リ
届
ケ
出
ス
可
シ

　
　
但
シ
華
族
ハ
家
令
家
扶
ヨ
リ
届
ケ
出
ヘ
シ

　
　
（
以
下
条
数
の
明
記
な
し
ー
手
塚
註
）

　
右
出
産
ノ
届
出
ハ
証
人
二
人
ノ
面
前
二
於
テ
民
生
証
帳
二
官
吏
之
ヲ
記
ス
可

　
シ

　
　
　
　
御
国
民
　
法

　
但
シ
証
書
ノ
例
ハ
三
十
六
条
三
十
七
条
五
＋
九
条
ヲ
見
合
ス
可
シ

一
右
帳
中
ニ
ハ
出
産
ノ
年
月
日
時
及
ヒ
其
所
其
生
児
ノ
男
女
及
ヒ
名
並
二
父
母

証
人
ノ
身
分
氏
名
職
業
住
居
所
ヲ
記
ス
可
シ
三
骨
姻
縣
斑
計
五
条

一
棄
児
ヲ
見
出
セ
シ
者
ハ
其
児
並
二
附
副
衣
服
品
物
等
ヲ
部
曲
官
吏
二
渡
シ
其

時
刻
場
所
模
様
等
詳
二
届
ケ
出
ツ
可
シ

右
件
々
吟
味
ノ
上
官
吏
調
書
ヲ
認
メ
其
末
二
其
児
ノ
見
積
年
齢
男
女
並
二
命

　
ス
ヘ
キ
氏
名
及
ヒ
其
児
ヲ
引
渡
シ
タ
ル
部
曲
官
署
ヲ
附
記
シ
且
ツ
此
口
上
書

　
ヲ
帳
中
二
記
ス
可
シ

一
渡
海
中
出
産
ス
ル
ト
キ
ハ
ニ
十
四
時
間
二
船
長
自
ラ
証
書
ヲ
認
メ
且
之
ヲ
船

中
日
記
二
記
ス
可
シ
其
節
父
船
中
二
非
レ
ハ
証
人
二
名
ヲ
撰
ミ
其
面
前
二
於

　テ

之
ヲ
記
ス
可
シ

右
船
着
港
ノ
節
ハ
船
長
自
ラ
地
方
部
曲
官
庁
二
至
リ
右
証
書
ヲ
差
出
シ
其
官

庁
ヨ
リ
親
住
所
ノ
部
曲
官
庁
へ
送
達
ス
可
シ

　
但
シ
船
長
不
在
ノ
節
ハ
水
夫
等
ヨ
リ
陳
述
シ
官
吏
コ
レ
ヲ
書
ス
可
シ
彫
針

　
八
十
六
条
　
八

　
十
七
条
　
参
考

一
外
国
二
生
レ
シ
時
ハ
日
本
官
吏
ノ
在
ル
所
二
至
リ
テ
之
二
届
出
ツ
可
シ
即
チ

其
在
外
国
ノ
官
吏
ヨ
リ
之
ヲ
外
務
省
二
送
達
シ
外
務
省
ヨ
リ
之
ヲ
其
父
ノ
本

管
へ
達
ス

一
私
生
ノ
子
ヲ
其
父
吾
子
ナ
リ
ト
認
ス
ル
ノ
証
書
ハ
之
ヲ
其
日
二
民
生
ノ
証
書

　
ノ
簿
冊
二
記
ル
シ
又
其
子
ノ
出
産
ノ
証
書
ア
ル
時
ハ
其
証
書
ノ
端
二
其
旨
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
九
六
七
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

記
ス
可
シ

　
　
　
第
三
章
　
婚
姻
ノ
書

一
婚
姻
ヲ
結
ハ
ソ
ト
ス
レ
ハ
部
曲
官
吏
へ
其
縁
談
ノ
由
並
二
本
人
及
ヒ
父
母
氏

名
職
業
住
所
及
ヒ
本
人
ノ
年
齢
ヲ
記
シ
官
庁
ノ
門
前
二
十
日
ノ
間
掲
示
ス
ヘ

　
シ
六
十
四
　
六
十
五
　
九
十
四
　
九
十
五
　
九
十
九
　
百
六
十
六
　
百
六
十

　
　
七
　
百
六
十
八
　
百
六
十
九
　
百
七
十
　
百
九
十
二
　
百
九
十
三
　
参
考

右
掲
示
ノ
文
面
ハ
別
二
掲
示
控
帳
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

　
但
此
帳
ハ
第
四
十
一
条
ノ
法
ノ
如
ク
取
扱
フ
可
シ

一
婚
姻
ハ
十
日
ノ
掲
示
終
リ
シ
後
三
日
ヲ
過
キ
サ
レ
ハ
行
ハ
シ
ム
可
ラ
ス
若
シ

満
一
年
内
二
行
ハ
サ
ル
時
ハ
更
二
前
条
ノ
如
ク
掲
示
セ
サ
レ
ハ
行
フ
コ
ト
ヲ

得
五
鉾
旺
参
考

一
婚
姻
故
障
申
出
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
趣
ヲ
書
面
二
認
メ
調
印
シ
テ
部
曲
官
庁

並
二
縁
談
ノ
双
方
二
送
ル
可
シ
六
＋
七
百
七
士
一
百
九
士
一
参
考
・

　
但
名
代
ナ
レ
ハ
托
セ
ラ
レ
タ
ル
公
証
ア
ル
書
面
ヲ
添
フ
可
シ

一
婚
姻
故
障
ノ
書
面
ヲ
差
出
ス
者
ア
ラ
ハ
部
曲
官
吏
之
二
検
印
シ
テ
速
二
其
主

意
ヲ
抜
書
シ
掲
示
控
帳
二
記
ス
可
シ
若
シ
裁
判
所
ヨ
リ
故
障
差
止
ノ
書
ヲ
渡

　
ス
殿
又
ハ
自
ラ
故
障
取
消
ノ
書
面
ヲ
裁
判
所
二
差
出
ス
時
ハ
部
曲
官
庁
二
於

　
テ
其
控
ヲ
受
取
故
障
申
立
書
二
附
記
ス
可
シ
（
裁
判
云
々
姑
ク
戸
長
二
任
ス

　
ル
ノ
一
説
ア
リ
）
（
欄
外
墨
書
の
註
記
で
あ
る
i
手
塚
註
）

一
部
曲
官
庁
二
於
テ
裁
判
所
ヨ
リ
渡
シ
タ
ル
故
障
差
止
ノ
書
又
ハ
自
ラ
差
出
シ

　
タ
ル
故
障
取
消
ノ
書
ノ
副
本
ヲ
受
ケ
取
ラ
サ
ル
前
二
婚
姻
ヲ
行
ハ
シ
ム
可
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
九
六
八
）

ラ
ス
部
曲
官
吏
若
シ
此
規
則
二
背
ク
ト
キ
ハ
五
十
両
以
上
ノ
罰
金
並
二
裁
判

費
ノ
償
金
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
言
渡
サ
ル
・
可
シ
七
＋
六
条
参
考

一
縁
談
故
障
ナ
ケ
レ
ハ
其
由
ヲ
縁
談
証
書
二
記
ス
可
シ
若
シ
双
方
ノ
部
曲
官
庁

　
ニ
テ
縁
談
掲
示
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
各
所
ノ
官
庁
ヨ
リ
故
障
ナ
キ
証
ト
シ
テ

渡
シ
タ
ル
書
付
ヲ
縁
談
双
方
ヨ
リ
住
所
ノ
部
曲
官
庁
二
差
出
ス
可
シ

一
縁
談
双
方
ヨ
リ
掛
リ
官
吏
へ
出
産
証
書
ヲ
差
出
ス
可
シ
若
シ
出
産
証
書
ナ
ケ

レ
ハ
出
産
ノ
地
又
ハ
住
所
ノ
四
等
裁
判
所
ヨ
リ
渡
シ
タ
ル
公
証
ア
ル
書
面
ヲ

差
出
シ
出
産
証
書
二
換
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
七
士
　
七
＋
二
参
考

一
右
公
証
ア
ル
書
面
ハ
親
族
他
人
男
女
二
拘
ラ
ス
証
人
七
名
（
三
四
人
ニ
テ
ハ

如
何
）
（
欄
外
墨
書
の
註
記
で
あ
る
i
手
塚
註
）
ノ
申
述
ヘ
ト
本
人
ノ
氏
名
職

業
住
所
ヲ
記
ス
可
シ
其
余
本
人
出
産
地
年
月
日
時
並
出
産
証
書
ナ
キ
由
縁
及

　
ヒ
父
母
氏
名
職
業
住
所
等
モ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
之
ヲ
記
ス
可
シ
　
右
七
人
ノ

証
人
並
四
等
裁
判
所
ノ
役
人
ハ
其
公
証
ア
ル
書
面
二
氏
名
ヲ
自
記
シ
調
印
ス

　
ヘ
シ
若
シ
自
記
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ア
ラ
ハ
部
曲
官
吏
其
由
ヲ
記
ス
可
シ

七
十
　
七
十
二
　
百
五
十
　
参
考

一
右
公
証
ア
ル
証
書
ハ
婚
姻
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
地
ノ
三
等
裁
判
，
所
ノ
目
代
へ
差

出
ス
可
シ
右
裁
判
所
ニ
テ
其
官
吏
ノ
陳
述
ス
ル
所
ヲ
聴
取
リ
後
二
証
人
等
ノ

申
立
及
ヒ
本
人
出
産
ノ
証
書
ナ
キ
由
縁
ヲ
糺
シ
テ
至
当
ナ
リ
ト
セ
ハ
其
証
書

　
ヲ
承
諾
ス
可
シ

一
父
母
又
ハ
祖
父
母
若
ク
ハ
親
属
ノ
婚
姻
許
諾
ノ
公
証
ア
ル
書
面
ニ
ハ
本
人
並



　
二
証
人
等
其
他
証
書
関
係
ノ
者
ノ
氏
名
職
業
住
所
及
ヒ
其
等
親
ノ
次
序
ヲ
記

　
ス
可
シ
栢
細
針
八
酔
刈
似
紆
百
配
計
↑
諌
無
至
勧
雛

一
婚
姻
ハ
双
方
ノ
内
一
人
ノ
住
居
ト
ス
ル
部
曲
二
於
テ
行
フ
可
シ
百
弐
百
六
＋

五
　
百
九
十
二
　
参
考

　
但
六
ケ
月
以
上
定
住
ノ
部
曲
二
非
サ
レ
ハ
住
居
ト
ス
ル
ヲ
得
ス

一
縁
談
掲
示
ノ
後
婚
姻
ノ
日
二
至
リ
本
人
並
四
名
ノ
証
人
ヲ
部
曲
ノ
官
庁
二
呼

寄
セ
官
吏
其
面
前
二
於
テ
双
方
ノ
分
限
並
婚
姻
二
関
カ
ル
証
書
類
及
ヒ
婚
姻

篇
第
六
章
ヲ
本
人
二
読
聞
ス
ヘ
シ
　
本
人
並
二
父
母
親
族
等
婚
姻
承
諾
ノ
者

出
席
セ
ハ
官
吏
其
者
等
二
婚
姻
契
約
書
ノ
有
無
ヲ
問
ヒ
有
リ
ト
答
フ
ル
ト
キ

　
ハ
其
日
附
及
ヒ
之
ヲ
取
扱
ヒ
タ
ル
公
証
人
ノ
氏
名
住
所
等
ヲ
問
フ
可
シ
　
次

　
二
官
吏
双
方
本
人
二
情
願
ノ
趣
相
違
ナ
キ
由
ノ
答
ヲ
承
リ
本
式
ノ
婚
姻
整
ヒ

タ
ル
コ
ト
ヲ
申
渡
シ
直
二
婚
姻
証
書
ヲ
記
ス
ヘ
シ
百
九
士
　
二
百
＋
二
参
考

一
婚
姻
証
書
ニ
ハ
左
ノ
諸
件
ヲ
記
ス
可
シ

第第第第第第第
七六五四三二一

夫
婦
ノ
氏
名
職
業
年
齢
出
産
ノ
地
住
所

父
母
ノ
氏
名
職
業
住
所

父
母
祖
父
母
ノ
承
諾
若
ク
ハ
親
族
ノ
承
諾

父
母
二
婚
姻
ノ
許
シ
ヲ
乞
ヒ
シ
書
ア
ル
時
ハ
其
書

各
部
曲
ニ
テ
掲
示
ノ
文

婚
姻
故
障
ア
ル
時
其
事
並
其
故
障
ノ
止
ミ
タ
ル
事
又
ハ
故
障
ナ
キ
事

本
人
情
願
ノ
陳
述
及
ヒ
官
吏
ヨ
リ
婚
姻
ヲ
申
渡
セ
シ
事

御
　
国
　
民
　
法

第
八
　
証
人
ノ
氏
名
年
齢
職
業
住
所
及
ヒ
本
人
ノ
親
族
ナ
レ
ハ
其
倫
序

第
九
　
婚
姻
契
約
書
有
無
ノ
陳
述
ノ
事
及
ヒ
其
書
ノ
日
附
並
取
扱
シ
公
証
人

　
　
ノ
氏
名
住
所

此
等
ノ
諸
件
ヲ
記
サ
・
ル
部
曲
ノ
官
吏
ハ
罪
ア
リ
第
五
十
条
二
記
シ
タ
ル
罰

金
ヲ
言
渡
サ
ル
可
シ

前
文
二
記
ス
ル
所
ノ
陳
述
完
全
セ
サ
ル
鰍
又
ハ
誤
リ
ア
ル
ニ
付
婚
姻
証
書
ヲ

改
メ
γ
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
【
目
代
へ
申
出
テ
吟
味
ノ
上
差
障
リ
ナ
ケ
レ
ハ
】

（
朱
書
の
カ
ツ
コ
ー
手
塚
註
）
目
代
処
置
ヲ
ナ
ス
コ
ト
第
九
十
九
条
ノ
如
ク

　
ナ
ル
可
シ
栢
調
計
が
＋
屯
六
升
三
甜
拙
什
配
頻
渤
士
一

　
　
　
第
四
章
　
死
去
ノ
書

一
凡
死
人
ハ
部
曲
官
史
ノ
免
許
状
ナ
ケ
レ
ハ
埋
葬
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
死
去
ノ
届

ケ
ア
ラ
ハ
官
吏
其
家
二
至
リ
テ
之
ヲ
検
ス
ヘ
シ
免
許
状
ハ
死
去
後
廿
四
時
ヲ

経
サ
レ
ハ
与
フ
可
ラ
ス
但
巡
警
規
則
ノ
定
メ
ア
ラ
ハ
格
外
タ
ル
可
シ

一
死
去
申
証
書
ハ
証
人
二
名
ノ
申
立
二
従
ヒ
部
曲
官
吏
之
ヲ
書
ス
可
シ
右
証
人

　
ハ
親
属
又
ハ
近
隣
ノ
者
タ
ル
可
シ
若
シ
他
所
ニ
テ
死
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
内
壱

人
ハ
死
セ
シ
所
ノ
者
タ
ル
可
シ

一
死
去
証
書
ニ
ハ
死
者
ノ
氏
名
年
齢
職
業
住
所
及
ヒ
存
没
共
配
偶
ノ
氏
名
並
証

人
ノ
氏
名
年
齢
職
業
住
所
及
ヒ
死
者
ノ
親
属
ナ
レ
ハ
其
倫
序
ヲ
記
ス
ヘ
シ
死

者
ノ
父
母
ノ
氏
名
職
業
住
所
及
ヒ
死
者
出
生
ノ
地
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
亦
之

　
ヲ
記
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
九
六
九
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

岨
諸
官
舎
義
宅
獄
舎
徒
刑
場
等
ニ
テ
死
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
管
轄
人
ヨ
リ
十
二
時

間
二
其
所
ノ
部
曲
官
吏
二
報
告
ス
可
シ
官
吏
ハ
其
所
二
至
リ
テ
之
ヲ
検
シ
管

轄
人
ノ
陳
述
ト
検
査
ノ
件
々
ヲ
併
セ
前
条
ノ
如
ク
証
書
ヲ
作
ル
ヘ
シ
諸
官
舎

義
宅
等
二
於
テ
モ
簿
冊
ヲ
設
ケ
右
陳
述
及
ヒ
検
査
ノ
件
々
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

死
シ
タ
ル
所
ノ
官
吏
ヨ
リ
死
者
住
所
ノ
官
吏
二
死
去
証
書
ヲ
送
ル
ヘ
シ
住
所

　
ノ
官
吏
ハ
之
ヲ
受
取
ツ
テ
其
証
書
帳
二
記
ス
可
シ

一
変
死
ノ
徴
ア
ル
時
又
ハ
変
死
ト
疑
フ
可
キ
ト
キ
ハ
警
吏
医
師
ト
共
二
死
骸
ノ

形
状
及
ヒ
其
場
ノ
模
様
ヲ
糺
シ
並
二
死
者
ノ
氏
名
年
齢
職
業
出
産
ノ
地
住
所

等
ヲ
務
メ
テ
検
査
シ
取
調
書
ヲ
作
リ
タ
ル
後
二
非
レ
ハ
埋
葬
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ス

一
右
警
吏
其
取
調
書
二
記
シ
タ
ル
件
々
ヲ
直
二
部
曲
官
吏
二
報
告
シ
部
曲
官
吏

其
報
告
二
従
ツ
テ
死
去
証
書
ヲ
作
ル
可
シ

部
曲
官
吏
右
死
者
ノ
住
居
ヲ
知
ル
時
ハ
其
住
所
ノ
部
曲
官
吏
二
死
去
証
書
ノ

　
写
ヲ
送
リ
住
所
ノ
官
吏
之
ヲ
証
書
帳
中
二
登
記
ス
可
シ

一
道
路
行
倒
レ
等
住
所
知
レ
サ
ル
死
者
ア
ル
時
ハ
警
吏
医
師
ト
共
二
死
骸
ノ
体

　
相
衣
服
持
物
見
積
年
齢
其
他
ノ
模
様
ヲ
可
レ
成
丈
ケ
詳
カ
ニ
検
査
シ
部
曲
官

　
吏
二
報
告
シ
部
曲
官
吏
其
報
告
二
従
ヒ
証
書
ヲ
作
リ
其
写
ヲ
十
日
以
上
公
示

　
ス
可
シ
死
骸
ハ
三
日
ヲ
経
テ
尚
引
取
人
ナ
ケ
レ
ハ
埋
葬
ス
ヘ
シ

一
死
刑
二
処
セ
シ
者
ア
ル
ト
キ
ハ
掛
リ
裁
判
所
ヨ
リ
ニ
時
間
二
第
七
十
九
条
二

　
載
ス
ル
件
々
ノ
調
書
ヲ
死
刑
行
ハ
レ
シ
地
ノ
部
曲
官
吏
二
送
リ
部
曲
官
吏
右

　
調
書
二
従
ヒ
死
去
証
書
ヲ
記
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
九
七
〇
）

　
但
シ
証
書
ノ
写
ヲ
罪
人
住
所
ノ
部
曲
官
吏
二
送
ル
ハ
第
八
十
条
ノ
例
二
同

　
シ

一
死
去
証
書
帳
ニ
ハ
変
死
刑
死
牢
死
等
ノ
次
第
ヲ
記
ス
ニ
及
ハ
ス
只
第
七
十
九

条
之
定
二
従
テ
記
載
ス
可
シ

一
渡
海
中
死
去
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
船
ノ
士
官
ノ
内
ニ
テ
証
人
二
員
ヲ
選
ミ

若
シ
士
官
ノ
ア
ラ
サ
ル
時
ハ
乗
組
人
ノ
中
ニ
テ
之
ヲ
選
ミ
立
合
ノ
上
十
二
時

間
二
死
去
ノ
証
ヲ
乗
組
人
氏
名
帳
ノ
末
へ
記
ス
可
シ

　
但
軍
艦
ナ
レ
ハ
海
軍
士
官
之
ヲ
認
メ
其
他
ノ
舟
ナ
レ
ハ
其
船
長
コ
レ
ヲ
認

　
　
ム
可
シ
船
長
不
在
ノ
節
班
什
払
棘
ノ
例
二
従
フ
可
シ

一
右
船
着
港
ノ
節
証
書
ノ
写
二
通
ヲ
認
メ
軍
艦
ナ
レ
ハ
海
軍
局
又
ハ
其
出
張
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
チ
（
ま
ま
）

　
へ
差
出
ス
可
シ
本
局
出
張
所
コ
レ
無
キ
場
所
ハ
地
方
官
へ
差
出
其
末
本
局
へ

送
達
シ
本
局
ニ
テ
一
通
留
置
又
一
通
二
調
印
シ
死
者
住
所
ノ
部
曲
官
吏
へ
送

達
シ
以
テ
死
去
証
書
帳
登
記
ノ
用
二
充
ッ
其
他
ノ
船
ナ
レ
ハ
着
港
ノ
節
其
地

方
官
へ
差
出
シ
本
官
ニ
テ
一
通
ハ
留
置
又
一
通
ニ
ハ
調
印
シ
死
者
住
所
ノ
部

曲
官
吏
二
送
達
シ
其
手
続
ハ
前
同
様
タ
ル
ヘ
シ

　
但
シ
外
国
港
二
着
セ
シ
ト
キ
我
公
使
又
ハ
領
事
官
在
留
ノ
地
ナ
レ
ハ
之
二

　
証
書
ヲ
差
出
シ
其
末
便
宜
ヲ
以
テ
外
務
省
二
送
リ
夫
ヨ
リ
前
例
ノ
如
ク
部

　
　
曲
官
吏
二
達
ス
可
シ
公
使
又
ハ
領
事
官
不
在
ノ
地
ナ
レ
ハ
便
宜
ヲ
以
テ
海

　
　
軍
局
又
ハ
地
方
官
二
差
出
ス
コ
ト
前
例
ノ
如
ク
ス
可
シ

　
　
　
第
五
章
　
氏
名
更
改
ノ
書



一
何
人
二
限
ラ
ス
政
府
ノ
免
許
ヲ
受
サ
ル
ハ
其
氏
ヲ
変
シ
又
ハ
文
字
ヲ
増
減
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

氏
ヲ
改
ム
可
キ
趣
意
ア
ラ
ハ
書
面
二
認
メ
部
曲
官
庁
へ
差
出
シ
夫
ヨ
リ
管
轄

ノ
地
方
官
ヲ
経
テ
政
府
へ
願
へ
出
ツ
可
シ

改
氏
ヲ
願
出
ツ
ル
者
ハ
其
趣
意
ヲ
官
版
新
聞
紙
二
載
セ
テ
公
告
シ
其
後
満
一

年
ヲ
経
サ
レ
ハ
官
許
ア
ラ
サ
ル
可
シ

右
改
氏
二
付
故
障
ヲ
申
立
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
公
告
後
六
ケ
月
内
二
住
所
ノ
部

曲
官
庁
へ
申
出
夫
ヨ
リ
地
方
官
ヲ
経
テ
政
府
へ
差
出
ス
可
シ

　
但
シ
政
府
ニ
テ
故
障
ノ
申
立
ヲ
取
上
ケ
サ
ル
時
ハ
故
障
ナ
キ
ト
同
視
ス
ヘ

　
シ

改
氏
願
官
許
ア
ル
ト
キ
ハ
免
許
状
ヲ
政
府
ヨ
リ
地
方
官
ヲ
経
テ
其
住
所
ノ
部

曲
官
庁
へ
渡
シ
右
官
庁
ニ
テ
本
人
へ
渡
シ
且
ツ
氏
名
更
改
帳
へ
記
シ
並
二
本

人
出
生
証
書
ノ
端
二
抄
記
ス
可
シ
養
子
二
付
テ
ノ
改
氏
ハ
養
子
願
済
ノ
時
二

其
由
ヲ
身
上
証
書
二
記
シ
別
段
願
二
及
ハ
ス
名
ヲ
改
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
住
所

ノ
部
曲
官
庁
へ
願
出
テ
夫
ヨ
リ
ニ
等
裁
判
所
へ
差
出
シ
右
裁
判
所
ニ
テ
目
代

立
合
吟
味
ノ
上
故
障
ナ
ク
ハ
之
ヲ
許
ス
可
シ

裁
判
所
ヨ
リ
改
名
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
免
許
状
ヲ
本
人
住
所
ノ
部
曲
官
庁
へ
渡
シ

本
人
へ
申
渡
シ
且
ツ
氏
名
更
改
帳
二
記
シ
並
二
出
生
証
書
ノ
端
二
之
ヲ
抄
記

　
ス
可
シ

　
　
　
第
六
章
身
上
証
書
ヲ
改
ル
事

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

一
身
上
証
書
ヲ
改
ル
コ
ト
ヲ
願
フ
時
ハ
其
地
ノ
三
等
裁
判
所
．
一
テ
昌
代
立
合
取

　
調
ノ
上
憺
カ
ナ
ル
根
拠
ア
ラ
ハ
差
許
ス
可
シ
其
節
関
係
ノ
者
ヲ
呼
ビ
出
ス
ヘ

　
キ
趣
意
ア
ラ
ハ
呼
出
シ
テ
申
シ
渡
ス
可
シ

　
　
但
シ
裁
判
所
ノ
差
図
二
服
セ
サ
ル
者
ハ
更
二
上
等
ノ
裁
判
所
へ
訴
出
コ
ト

　
　
ヲ
得
ヘ
シ

一
身
上
証
書
関
係
ノ
者
其
書
ヲ
改
ル
コ
ト
ヲ
願
ハ
ス
又
ハ
之
ヲ
改
ル
ニ
付
呼
出

　
ヲ
受
ル
コ
ト
無
キ
ト
キ
ハ
其
者
二
対
シ
テ
証
書
更
改
ノ
言
渡
ヲ
強
テ
行
フ
コ

　
ト
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス

一
身
上
証
書
ヲ
改
ム
ル
言
渡
書
ハ
裁
判
所
ヨ
リ
之
ヲ
部
曲
官
庁
二
送
達
シ
部
曲

吏
直
二
之
ヲ
帳
中
二
登
記
シ
且
ツ
其
旨
ヲ
更
改
セ
シ
身
上
証
書
ノ
末
二
抄
記

　
ス
可
シ

　
　
第
三
篇

　
　
　
　
　
　
住
所
ノ
事

（
百
二
条
）

一
各
人
其
主
タ
ル
居
宅
ノ
在
ル
所
ヲ
其
住
所
ト
為
ス
可
シ

　
　
但
シ
主
タ
ル
居
宅
ナ
キ
者
ハ
現
在
居
ル
所
ヲ
住
所
ト
為
ス
可
シ

（
百
三
条
）

一
住
所
外
ノ
地
二
現
二
居
住
シ
テ
之
ヲ
主
タ
ル
居
宅
ト
定
ム
ル
ニ
ハ
其
意
ア
ル

　
ノ
証
ヲ
以
テ
移
住
シ
タ
ル
ト
ナ
ス
ヘ
シ

（
百
四
条
）

一
此
意
ア
ル
ノ
証
ハ
去
ル
ヘ
キ
部
曲
官
庁
及
ヒ
移
ル
ヘ
キ
部
曲
官
庁
二
其
旨
ヲ

　
届
出
二
在
ル
可
シ

（
百
五
条
）

一
又
右
陳
述
ナ
キ
ト
モ
外
二
憧
ナ
ル
模
様
ア
ラ
ハ
其
意
ア
ル
ノ
証
ト
ナ
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
九
七
ご



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

（
百
六
条
）

一
公
務
ニ
ヨ
リ
他
所
二
住
居
ス
ル
者
別
段
其
住
所
ヲ
移
ス
ノ
届
ナ
ヶ
レ
ハ
住
所

　
ハ
旧
二
依
ル
可
シ

（
百
七
条
）

一
終
身
ノ
職
任
ヲ
受
ケ
シ
者
ハ
其
奉
職
ノ
地
二
直
二
住
所
ヲ
移
シ
タ
ル
者
ト
為

　
ス
可
シ

（
百
八
条
）

一
婦
人
已
二
嫁
ス
レ
ハ
其
夫
ノ
住
所
ヲ
以
テ
己
レ
ノ
住
所
ト
為
ス
可
シ
未
タ
後

　
見
ヲ
免
レ
サ
ル
幼
者
ハ
其
父
母
又
ハ
後
見
人
ノ
住
所
ヲ
以
テ
己
レ
ノ
住
所
ト

　
為
ス
可
シ
丁
年
ノ
者
ト
雄
自
カ
ラ
産
業
ヲ
治
ル
ノ
禁
ヲ
受
ケ
シ
者
ハ
其
後
見

　
人
ノ
住
所
ヲ
以
テ
己
ノ
住
所
ト
為
ス
可
シ
四
百
八
十
九
条
以
下
参
考

（
百
九
条
）

一
平
常
人
二
使
用
セ
ラ
ル
・
者
及
ヒ
傭
工
ノ
類
丁
年
ニ
テ
其
本
住
所
ヲ
移
シ
其

　
家
主
ト
同
居
ス
ル
時
ハ
家
主
住
所
ヲ
其
住
所
ト
ス
ヘ
シ

（
百
十
条
）

一
家
督
相
続
ハ
住
所
二
於
テ
為
ス
可
シ

（
百
十
一
条
）

一
約
定
証
文
上
二
現
今
ノ
住
所
外
ノ
居
所
ニ
テ
引
合
等
可
致
ト
記
シ
タ
ル
時
ハ

　
其
証
文
二
付
テ
ノ
呼
出
シ
又
ハ
訴
訟
ヲ
為
ス
モ
其
居
所
ノ
ア
ル
裁
判
所
ニ
テ

　
之
ヲ
為
ス
可
シ

　
　
　
第
四
篇
　
失
踪
ノ
事
桁
妨
痴
却
フ

　
　
　
　
第
一
章
失
踪
ノ
疑
ア
ル
事

（
百
十
二
条
）

一
失
踪
ノ
疑
ア
ル
者
其
名
代
人
ヲ
立
置
サ
ル
時
ハ
其
関
係
ア
ル
輩
ノ
願
ニ
ョ
ツ

　
テ
其
裁
判
所
ヨ
リ
名
代
人
ヲ
命
シ
テ
遺
留
財
産
ノ
支
配
ヲ
為
サ
シ
ム
可
シ

　
　
但
シ
関
係
シ
タ
ル
願
人
無
之
ト
キ
ハ
直
二
其
裁
判
ヨ
リ
名
代
人
ヲ
命
ス
可

　
　
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
九
七
二
）

（
百
十
三
条
）

一
其
裁
判
所
二
於
テ
ハ
右
名
代
人
命
シ
次
第
遺
物
財
産
ノ
所
置
二
付
テ
ハ
公
証

　
人
へ
立
会
ヲ
命
ス
可
シ

（
百
＋
四
条
）

一
目
代
役
ハ
失
踪
ノ
疑
ア
ル
者
ノ
権
ヲ
監
護
ス
可
シ
且
之
レ
ニ
関
係
ア
ル
訴
訟

　
ハ
裁
判
役
必
ス
右
目
代
役
ノ
説
ヲ
審
聴
ス
可
シ

　
　
　
第
二
章
　
失
踪
ヲ
公
告
ス
ル
コ
ト

（
百
十
五
条
）

一
失
踪
ノ
疑
ア
ル
者
四
年
ノ
間
消
息
ナ
キ
時
ハ
其
者
二
関
係
ア
ル
者
ヨ
リ
三
等

　
裁
判
所
二
其
失
踪
ノ
公
告
ヲ
ナ
ス
可
キ
事
ヲ
訴
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
百
十
六
条
）

一
裁
判
所
二
於
テ
ハ
其
受
取
リ
タ
ル
証
書
及
ヒ
書
類
ヲ
取
調
ヘ
タ
ル
後
失
踪
ヲ

　
証
ス
可
キ
為
メ
本
人
住
所
ノ
三
等
裁
判
所
二
於
テ
目
代
立
会
ノ
上
其
吟
味
ヲ

　
ナ
ス
可
キ
事
ヲ
言
渡
ス
可
シ
若
シ
又
其
住
所
外
二
居
宅
ア
ル
時
ハ
其
場
所
ノ

　
三
等
裁
判
所
二
於
テ
モ
亦
目
代
立
会
ノ
上
其
吟
味
ヲ
ナ
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
言
渡

　
ス
可
シ

（
百
十
七
条
）
　
　
　
（
ま
ま
）

一
裁
判
所
ニ
テ
失
跡
ノ
公
告
ヲ
ナ
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
ス
ニ
ハ
其
失
踪
ノ
縁
由

　
及
ヒ
其
消
息
差
支
ノ
有
無
ニ
モ
亦
注
意
ス
可
シ

（
百
十
八
条
）

一
目
代
ハ
吟
味
ノ
言
渡
書
及
ヒ
公
告
ノ
言
渡
書
ヲ
受
取
リ
タ
ル
毎
二
直
二
之
ヲ

　
裁
判
執
政
へ
送
呈
シ
其
執
政
之
ヲ
公
布
ス
可
シ

（
百
十
九
条
）

一
失
踪
公
告
ノ
言
渡
書
ハ
失
踪
吟
味
ノ
言
渡
シ
書
ヲ
渡
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
一
年
ノ

　
後
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
渡
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　
　
　
　
第
三
章
　
失
踪
ヨ
リ
生
ス
ル
事
件

　
　
　
　
　
第
一
漱
　
失
踪
者
ノ
財
産
所
置
ノ
コ
ト



（
百
二
＋
条
）

一
失
踪
者
其
財
産
ヲ
支
配
セ
シ
ム
ヘ
キ
名
代
人
ヲ
立
テ
置
カ
サ
ル
時
ハ
其
踪
跡

　
ヲ
失
ヒ
シ
ト
キ
又
ハ
其
最
終
ノ
消
息
ア
リ
シ
ト
キ
ノ
其
最
親
ノ
者
失
踪
公
告

　
ノ
言
渡
ア
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
其
財
産
ヲ
仮
リ
ニ
己
レ
ノ
所
有
ト
ナ
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ

　
願
ヒ
其
許
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
へ

　
　
但
シ
相
続
人
ハ
其
財
産
ヲ
正
実
二
支
配
ス
可
キ
保
証
ヲ
立
ツ
可
シ

（
百
二
十
一
）

一
若
シ
失
踪
者
其
名
代
人
ヲ
立
テ
置
キ
タ
ル
ナ
レ
ハ
其
踪
跡
ヲ
失
ヒ
シ
ト
キ
又

　
ハ
最
終
ノ
消
息
ア
リ
シ
ト
キ
ヨ
リ
十
年
ノ
後
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
其
最
親
ノ
者
ヨ

　
リ
失
踪
ノ
公
告
ヲ
願
ヒ
及
ヒ
其
財
産
ヲ
仮
二
己
レ
ノ
所
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
訴

　
出
ス
ヘ
カ
ラ
ス

（
百
二
十
二
）

一
若
シ
十
年
二
至
ラ
ス
シ
テ
名
代
人
期
限
終
リ
シ
ト
キ
ハ
其
財
産
ヲ
支
配
セ
シ

　
ム
可
キ
為
メ
新
二
名
代
人
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
此
篇
ノ
第
一
章
二
記
載
シ
タ
ル
如

　
ク
ス
可
シ

（
百
二
十
三
）

一
最
親
ノ
者
失
踪
者
ノ
財
産
ヲ
仮
リ
ニ
己
ノ
所
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
時
失

　
踪
者
ノ
遺
嘱
書
有
ル
ニ
於
テ
ハ
失
踪
者
関
係
ノ
モ
ノ
又
ハ
其
地
裁
判
所
ノ
目

　
代
ノ
求
ニ
ヨ
リ
遺
嘱
書
ヲ
開
封
シ
失
踪
者
ノ
遣
嘱
ニ
ョ
リ
テ
其
生
前
契
約
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
シ
贈
遺
又
ハ
死
後
ノ
贈
遺
ヲ
受
可
キ
権
ア
ル
者
ハ
仮
リ
ニ
其
権
ヲ
行
コ
ト
ヲ

　
得
ヘ
シ
但
仮
リ
ニ
権
ヲ
行
フ
コ
ト
ニ
付
ラ
ハ
保
証
ヲ
立
ヘ
シ

（
百
一
一
十
四
）

一
財
産
ヲ
共
ニ
セ
シ
失
踪
者
ノ
配
偶
者
失
踪
公
告
ノ
言
渡
シ
ア
リ
シ
後
猶
其
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
産
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
ル
時
ハ
失
跡
者
ノ
財
産
ヲ
最
親
ノ
者
ノ
仮
二
所
有

　
ト
ナ
ス
コ
ト
及
ヒ
其
遺
属
ニ
ョ
リ
テ
財
産
ヲ
得
ヘ
キ
権
ア
ル
者
ノ
仮
二
其
権

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
ヲ
行
フ
事
ヲ
拒
ミ
自
ラ
其
財
産
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
特
権
ヲ
得
ヘ
シ

　
又
其
配
偶
者
其
財
産
ヲ
仮
二
分
ツ
コ
ト
ヲ
訴
出
時
ハ
己
ノ
財
産
ヲ
取
戻
ス
ノ

　
権
法
律
上
二
於
テ
得
タ
ル
所
ノ
権
契
約
シ
テ
得
タ
ル
所
ノ
権
蹴
配
鷹
い
献
欄
勲
旗

　
副
講
仰
篇
等
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
可
シ
失
踪
者
帰
リ
来
リ
又
ハ
消
息
ヲ
得
シ
時
還

　
与
ス
可
キ
財
産
二
於
テ
ハ
保
証
ヲ
立
ツ
可
シ

　
婦
ハ
其
失
踪
セ
シ
夫
ト
長
ク
財
産
ヲ
分
タ
サ
ル
コ
ト
ヲ
訴
出
セ
シ
後
ト
雄
モ

　
復
タ
之
ヲ
分
ツ
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
ノ
権
ア
ル
可
シ

（
百
二
十
五
×
跡
ま
ま
）

一
失
跡
者
ノ
財
産
ヲ
仮
二
所
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
唯
其
財
産
ノ
附
托

　
酎
藷
”
蠣
ヲ
受
ケ
之
レ
ヲ
支
配
ス
ル
ノ
権
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
失
踪
者
ノ
帰
リ
来
又

　
ハ
其
消
息
ヲ
得
ル
時
ハ
其
支
配
中
ノ
算
計
ヲ
為
ス
可
シ

（
百
二
十
六
）
（
跡
ま
ま
）

一
失
踪
者
ノ
財
産
ヲ
仮
二
所
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
者
或
ハ
失
踪
者
ト
財
産

　
ヲ
永
ク
分
タ
サ
ル
コ
ト
ヲ
訴
出
セ
シ
配
偶
者
ハ
三
等
裁
判
所
ノ
目
代
ノ
面
前

　
又
ハ
目
代
ノ
撰
ミ
タ
ル
四
等
ノ
裁
判
所
ノ
裁
判
役
ノ
面
前
二
於
テ
其
失
踪
者

　
ノ
動
産
髄
顯
祓
職
嫁
酬
痔
卸
及
ヒ
証
書
類
ノ
目
録
ヲ
記
サ
シ
ム
可
シ

　
其
動
産
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
売
払
（
フ
可
キ
ノ
道
理
ア
ル
時
ハ
裁
判
所
二
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
テ
其
売
払
）
（
欄
外
に
朱
筆
で
補
記
－
手
塚
註
）
ヲ
許
ル
ス
可
シ
売
払
ヲ
為
タ

　
ル
時
ハ
其
代
金
ヲ
失
踪
者
ノ
利
益
ト
ナ
ル
可
キ
方
二
用
フ
可
シ
又
失
踪
者
ノ

　
為
メ
ニ
得
タ
ル
財
物
モ
亦
同
一
二
取
扱
フ
可
シ
仮
二
失
踪
者
ノ
財
産
ヲ
所
有

　
ト
為
ス
事
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
自
己
ノ
安
堵
ノ
為
二
裁
判
所
ヨ
リ
任
シ
タ
ル
定
価

　
人
二
其
不
動
産
ヲ
検
視
セ
シ
メ
其
模
様
ヲ
証
シ
タ
ル
書
面
ヲ
記
サ
シ
ム
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
九
七
三
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
ト
ヲ
得
ヘ
シ
此
定
価
人
ノ
記
シ
タ
ル
書
面
ハ
目
代
ノ
面
前
二
於
テ
之
ヲ
確
的

　
ノ
モ
ノ
ト
定
ム
可
シ
其
定
価
ノ
費
用
ハ
失
踪
者
ノ
財
産
中
ヨ
リ
取
用
フ
可
シ

（
百
二
十
七
）

一
失
踪
者
ノ
財
産
ヲ
仮
リ
ニ
所
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
者
又
ハ
法
律
上
二
於

　
テ
支
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
満
十
五
年
内
二
失
踪
者
帰
リ
来
ル
時
其
支

　
配
中
入
額
ノ
十
五
分
ノ
一
ヲ
還
与
シ
十
五
年
後
二
帰
リ
来
ル
時
ハ
十
分
ノ
一

　
ヲ
還
与
ス
可
シ
三
十
年
間
帰
リ
来
ラ
サ
レ
ハ
其
全
数
ヲ
其
所
得
ト
為
ス
可
シ

（
百
二
十
八
）

一
失
踪
者
ノ
財
産
ヲ
仮
二
所
有
ト
為
ス
者
ハ
其
不
動
産
ヲ
他
人
二
給
与
シ
或
ハ

　
売
払
セ
又
ハ
之
ヲ
書
入
質
物
ト
為
ス
可
カ
ラ
ス

（
百
二
十
九
）

一
失
踪
者
ノ
財
産
ヲ
最
親
相
続
人
ノ
仮
二
所
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
タ
ル
時
又
ハ

　
失
踪
者
ト
財
産
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
配
偶
老
ノ
其
財
産
ヲ
支
配
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
満

　
三
十
年
失
踪
者
帰
来
ラ
ス
又
ハ
失
踪
者
ノ
生
レ
タ
ル
時
ヨ
リ
満
百
年
帰
来
ラ

　
サ
レ
ハ
裁
判
所
ヨ
リ
其
財
産
支
配
ノ
保
証
ヲ
免
除
シ
其
財
産
ヲ
得
ヘ
キ
権
ア

　
ル
老
ヨ
リ
三
等
裁
判
所
二
訴
出
シ
其
財
産
ヲ
分
派
シ
テ
真
ノ
所
有
ト
為
ス
ノ

　
言
渡
ヲ
受
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
百
三
十
）

一
失
踪
者
ノ
死
シ
タ
ル
証
ア
ル
時
ハ
其
時
ノ
最
親
相
続
人
二
遺
物
相
続
ヲ
為
サ

　
シ
ム
可
シ
但
シ
其
財
産
ヲ
仮
リ
ニ
所
有
卜
為
シ
タ
ル
者
ハ
第
百
二
十
七
条
ノ

　
法
ノ
如
ク
其
者
ノ
所
得
ト
為
ス
可
キ
利
益
ヲ
除
ク
ノ
外
其
財
産
ヲ
其
相
続
人

　
二
渡
ス
可
シ

（
百
三
十
『
）

一
其
財
産
ヲ
仮
二
所
有
ト
為
ス
時
間
二
失
踪
者
帰
来
リ
又
ハ
生
存
ノ
確
証
ア
ル

　
時
ハ
嘗
テ
行
ヒ
タ
ル
失
踪
公
告
ノ
言
渡
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
諸
件
ヲ
廃
ス
可
シ
但

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
九
七
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
シ
此
規
則
ト
此
篇
第
一
章
ノ
財
産
所
処
置
ノ
法
ト
相
触
ル
・
コ
ト
ナ
カ
ル
可

　
シ

（
百
三
十
二
）

一
若
シ
失
踪
者
帰
来
リ
又
ハ
其
生
存
ノ
確
証
ア
ル
時
ハ
縦
令
其
財
産
ヲ
真
ノ
所

　
有
ト
ナ
シ
タ
ル
者
ア
リ
シ
後
ト
難
モ
失
踪
者
己
ノ
財
産
ヲ
其
時
ノ
儘
二
取
リ

　
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ク
且
既
二
売
払
ヒ
シ
財
物
ノ
金
額
ヲ
用
ヒ
テ
得
タ
ル
財
物

　
モ
亦
取
戻
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
百
三
十
三
）

一
失
踪
者
宗
系
ノ
子
孫
タ
ル
者
ハ
其
財
産
ヲ
真
ノ
所
有
ト
ナ
シ
タ
ル
者
ア
リ
シ

　
時
ヨ
リ
三
十
年
内
二
前
条
ノ
如
ク
其
財
産
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
百
三
十
四
）

一
失
踪
者
二
対
シ
訴
ヘ
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
事
ア
ラ
ハ
其
財
産
ヲ
仮
二
所
有
ト
ナ
ス
者

　
又
ハ
法
律
上
ニ
テ
財
産
ヲ
支
配
ス
ル
者
二
対
シ
テ
其
訴
ヒ
ヲ
ナ
ス
可
シ

　
（
以
下
、
前
文
と
重
複
、
誤
記
で
あ
ろ
う
1
手
塚
註
）

　
財
産
ヲ
仮
二
所
有
ト
ナ
ス
者
又
ハ
法
律
上
ニ
テ
財
産
ヲ
支
配
ス
ル
者
二
対
シ

　
テ
其
訴
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
第
二
款

　
　
　
　
　
失
踪
者
二
属
ス
可
キ
権
ヨ
リ
起
ル
事
件

（
百
三
十
王
）

一
失
踪
者
二
属
ス
可
キ
権
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
求
ル
人
ハ
其
失
踪
者
現
存
中
其
権
ノ

　
失
踪
者
二
属
ス
可
キ
道
理
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
証
ス
可
シ
若
シ
其
証
ナ
ケ
レ
ハ
之

　
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

（
百
三
十
六
）

一
失
蹉
者
ノ
得
可
キ
遺
物
相
続
ノ
コ
ト
ア
ル
時
ハ
失
踪
者
ト
共
二
遺
物
相
続
ヲ

　
為
ス
可
キ
権
ア
ル
者
或
ハ
失
踪
者
二
代
リ
遺
物
相
続
ヲ
ナ
ス
可
者
之
η
相
続



　
ス
可
シ

（
百
三
十
七
）

一
前
二
条
ノ
規
則
ア
リ
ト
云
ト
モ
三
十
年
ノ
期
限
二
至
ラ
サ
ル
中
ハ
失
踪
者
帰

　
来
リ
又
ハ
名
代
人
等
ヨ
リ
遺
物
相
続
ノ
権
及
ヒ
其
他
ノ
権
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ

　
訴
出
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ

（
百
三
十
八
）

一
失
踪
者
ノ
得
ヘ
キ
遺
物
相
続
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
失
踪
者
帰
来
ラ
サ
ル
間
又
ハ

　
失
踪
者
ノ
権
二
代
リ
前
条
二
記
シ
タ
ル
訴
ヲ
為
ス
者
ナ
キ
間
ハ
其
正
実
二
得

　
タ
ル
利
益
ヲ
己
レ
ノ
所
得
ト
為
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
　
　
第
三
款
　
失
踪
ヨ
リ
生
ス
ル
配
偶
ノ
事
件

（
百
三
十
九
X
ま
ま
）

一
失
飲
者
ノ
配
偶
私
二
再
婚
ノ
契
約
ヲ
結
ヒ
タ
ル
時
ハ
失
踪
者
帰
リ
来
テ
自
ラ

　
其
再
婚
ノ
取
消
ヲ
訴
へ
又
ハ
其
生
存
セ
ル
証
書
ヲ
与
ヘ
タ
ル
名
代
人
ヲ
以
テ

　
之
ヲ
訴
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
百
四
＋
）

一
失
踪
者
ノ
遺
物
相
続
ヲ
為
ス
可
キ
血
属
ナ
キ
時
ハ
其
配
偶
者
遺
物
ヲ
仮
二
所

　
有
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
訴
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
　
第
四
章
　
失
踪
セ
シ
時
其
幼
子
ヲ
管
照
ス
ル
コ
ト

（
百
四
十
一
）

一
夫
婦
ノ
間
二
幼
年
ノ
子
ヲ
遺
留
シ
テ
其
父
失
踪
セ
シ
時
ハ
其
母
其
子
ヲ
管
照

　
シ
其
子
ノ
教
育
及
ヒ
其
財
産
ヲ
支
配
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
父
ノ
権
ヲ
行
フ
可
シ

（
百
四
十
二
）

一
父
失
踪
セ
シ
時
母
既
二
死
去
シ
又
ハ
父
ノ
失
踪
ヲ
公
告
ス
ル
前
二
其
母
死
去

　
セ
シ
時
ハ
父
ノ
失
踪
セ
シ
ヨ
リ
六
月
後
二
至
リ
親
族
会
議
シ
テ
其
子
ノ
管
照

　
ヲ
其
最
親
ノ
尊
属
ノ
親
二
任
ス
可
シ
若
シ
尊
属
ノ
親
ア
ラ
ザ
ル
時
ハ
仮
ノ
後

　
見
人
二
任
ス
可
シ

　
　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

語
蹴
、
9
夫
又
ハ
婦
ノ
前
婚
二
於
テ
挙
多
ル
幼
子
ヲ
遺
留
シ
タ
痔
モ
亦

　
前
条
ト
同
一
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
第
五
篇
婚
姻
ノ
事

　
　
　
　
第
一
章
　
婚
姻
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス
ニ
必
要
ナ
ル
諸
件

（
百
四
十
四
）

一
男
ハ
十
八
歳
女
ハ
十
五
歳
二
至
ラ
サ
ル
以
前
二
婚
姻
ヲ
契
約
ス
可
カ
ラ
ス

（
百
四
＋
五
）

一
右
年
齢
二
至
ラ
ス
ト
難
モ
不
得
已
ノ
情
実
ア
ル
ト
キ
ハ
官
裁
ヲ
以
テ
婚
姻
ノ

　
契
約
ヲ
許
ス
可
シ

（
百
四
十
六
）

一
夫
婦
ト
ナ
ル
可
キ
双
方
ノ
者
ノ
承
諾
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
婚
姻
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス

　
可
カ
ラ
ス

（
百
四
十
七
）

一
前
婚
ヲ
解
カ
サ
ル
以
前
二
再
婚
ノ
契
約
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス

（
百
四
十
八
）

一
廿
五
歳
二
至
ラ
サ
ル
男
二
十
一
歳
二
至
ラ
サ
ル
女
ハ
其
父
母
ノ
許
諾
ヲ
得
ス

　
シ
テ
婚
姻
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
其
父
ト
母
ト
其
議
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト

　
キ
ハ
父
ノ
許
諾
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

（
百
四
十
九
）

一
父
母
ノ
中
既
二
死
去
ス
ル
者
ア
ル
鰍
或
ハ
生
存
ス
ト
錐
モ
疾
病
事
故
ア
リ
テ

　
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
一
方
許
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト

　
ス

（
百
五
十
）

一
若
シ
父
母
既
二
死
去
シ
又
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
祖
父
母

　
或
ハ
外
戚
ノ
祖
父
母
之
二
代
ル
可
シ
祖
父
ト
祖
母
ト
其
議
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ

　
ハ
其
祖
父
ノ
許
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

（
百
五
十
一
）

一
男
女
ト
モ
第
百
四
十
八
条
二
記
載
セ
シ
所
ノ
年
齢
二
至
ル
ト
錐
ト
モ
婚
姻
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
九
七
五
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

契
約
ヲ
ナ
ス
以
前
二
証
書
ヲ
以
テ
父
母
ノ
許
シ
ヲ
請
フ
ヘ
シ
若
シ
父
母
既
二

死
シ
又
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
祖
父
母
ノ
許
ヲ
請
フ
可

　
シ

冒
五
十
二
）

一
第
百
四
十
八
条
二
定
メ
タ
ル
年
齢
二
至
リ
シ
後
男
ハ
三
十
歳
女
ハ
ニ
十
五
歳

　
二
至
ル
迄
ノ
間
二
前
条
二
記
載
ス
ル
所
ノ
証
書
ヲ
出
シ
猶
父
母
ノ
許
ヲ
得
サ

　
ル
ト
キ
ハ
其
後
更
二
月
ヲ
逐
テ
ニ
次
証
書
ヲ
出
シ
第
三
次
ノ
証
書
ヲ
出
セ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ヨ
リ
一
月
ノ
後
二
至
レ
ハ
其
許
ヲ
得
ス
ト
云
ヘ
ト
モ
婚
婚
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス
ヲ

　
得
ヘ
シ

（
百
五
十
三
）

一
男
三
十
歳
女
二
十
五
歳
ノ
後
ハ
一
次
証
書
ヲ
出
シ
父
母
ノ
許
シ
ヲ
得
ス
ト
モ

　
一
月
ノ
後
二
至
レ
ハ
婚
姻
ノ
契
約
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ヘ
シ

（
百
五
十
四
）

一
其
証
書
ハ
公
証
人
二
員
又
ハ
公
証
人
一
員
ト
証
人
二
員
ト
ニ
テ
之
ヲ
作
リ
其

　
尊
属
驕
贈
醐
残
調
湘
父
ノ
親
二
持
参
ス
可
シ
但
シ
此
事
ヲ
記
ス
簿
冊
ニ
ハ
尊
属

　
ノ
親
ノ
答
詞
ヲ
モ
記
入
ス
可
シ

（
百
五
＋
五
）

一
若
シ
婚
姻
ノ
許
諾
ヲ
請
フ
証
書
ヲ
出
ス
可
キ
尊
属
ノ
親
失
踪
セ
シ
ト
キ
ハ
其

　
失
踪
ヲ
公
告
ス
ヘ
キ
言
渡
書
ヲ
出
シ
又
其
言
渡
書
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
失
踪
吟

　
味
ノ
言
渡
書
ヲ
出
シ
テ
婚
姻
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
若
シ
吟
味
ノ
言
渡
書
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
筆
で
抹
消
－
手

　
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
尊
属
ノ
親
ノ
最
終
二
住
セ
ル
地
ノ
四
等
裁
判
所
ノ
　
『
麟

　
塚
註
）

　
図
一
裁
判
役
ヨ
リ
渡
シ
タ
ル
公
証
人
ノ
証
書
ヲ
出
シ
婚
姻
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
成

　
シ
得
ヘ
シ
此
公
証
人
ノ
証
書
ニ
ハ
其
裁
判
役
ヨ
リ
命
シ
タ
ル
証
人
四
員
ノ
述

　
ル
所
ヲ
記
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
九
七
六
）

（
百
五
十
六
）

一
二
十
五
歳
未
満
ノ
男
二
十
一
歳
未
満
ノ
女
ノ
契
約
シ
タ
ル
婚
姻
二
付
キ
其
父

　
母
又
ハ
祖
父
母
ノ
許
諾
ハ
勿
論
若
シ
又
親
族
ノ
許
諾
ノ
必
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

許
諾
ヲ
婚
姻
ノ
証
書
二
記
サ
ス
シ
テ
婚
姻
ヲ
行
ハ
シ
メ
タ
ル
部
曲
官
吏
ハ
此

　
婚
姻
二
管
セ
シ
者
ノ
訴
二
因
リ
又
ハ
其
婚
姻
ヲ
行
フ
タ
ル
地
ノ
三
等
裁
判
所

　
ノ
目
代
ノ
申
立
二
因
リ
第
百
九
十
二
条
二
記
載
シ
タ
ル
罰
金
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ

　
且
ツ
六
ケ
月
ヨ
リ
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
時
間
禁
鋼
ノ
刑
二
処
セ
ラ
ル
ヘ
シ

（
百
五
十
七
）

一
父
母
ノ
許
諾
ヲ
請
フ
証
書
ノ
必
用
ナ
ル
時
其
書
ナ
ク
シ
テ
婚
姻
ヲ
行
ハ
シ
メ

　
シ
部
曲
官
吏
ハ
同
上
ノ
罰
金
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
且
ツ
一
ケ
月
ヨ
リ
少
ナ
カ
ラ
サ

　
ル
時
間
禁
銅
ノ
刑
二
処
セ
ラ
ル
可
シ

（
百
五
十
八
）

一
第
百
四
十
八
条
第
百
四
十
九
条
二
記
シ
タ
ル
規
則
及
ヒ
父
母
ノ
許
諾
ヲ
請
フ

　
証
書
ノ
コ
ト
ニ
付
第
百
五
十
一
条
第
百
五
十
二
条
第
百
五
十
三
条
第
百
五
十

　
四
条
第
百
五
十
五
条
二
記
載
シ
タ
ル
規
則
ハ
私
生
ノ
子
妹
岬
珊
薦
瞳
鄭
融
舐
牲
哉

　
咽
新
牲
卸
”
ヲ
法
二
循
ヒ
我
子
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
ニ
モ
適
当
シ
テ
用
フ
可
シ

（
百
五
十
九
）

一
私
生
ノ
子
ノ
未
タ
我
力
子
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
レ
サ
ル
者
又
ハ
既
二
認
メ
ラ
レ
タ

　
ル
後
父
母
ヲ
亡
ヒ
シ
者
又
ハ
父
母
疾
病
事
故
ア
リ
テ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能

　
ハ
サ
ル
者
ハ
ニ
十
二
歳
以
前
ハ
其
者
ノ
為
メ
命
シ
タ
ル
別
段
ノ
後
見
人
ノ
許

　
　
　
（
ま
ま
）

　
諾
ヲ
得
ス
ス
シ
テ
ハ
婚
姻
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス

（
百
六
十
）

一
父
母
祖
父
母
共
二
在
ラ
サ
ル
時
又
ハ
共
二
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
時

　
二
十
一
歳
未
満
ノ
男
女
ハ
其
親
族
会
議
ノ
許
諾
ヲ
得
ス
シ
テ
ハ
婚
姻
ヲ
契
約

　
ス
司
カ
ラ
ス



言
六
十
一
）

一
宗
系
騙
噌
籠
奴
彌
攻
駅
吸
潔
子
ノ
親
二
於
テ
ハ
法
二
適
シ
タ
ル
ト
適
セ
サ
ル
ト
ヲ

　
論
セ
ス
尊
属
卑
属
ノ
親
及
ヒ
姻
属
ノ
親
ノ
間
二
互
二
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁

　
ス

（
百
六
十
二
）

一
傍
系
瓢
敏
徽
珊
搬
九
襯
ノ
親
二
於
テ
ハ
法
二
適
セ
ル
適
セ
サ
ル
ト
ヲ
論
セ
ス
兄

　
弟
姉
妹
及
ヒ
同
級
ノ
姻
属
ノ
親
ノ
間
二
互
二
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

（
百
山
ハ
十
一
二
）

一
又
伯
叔
父
ト
姪
女
ト
伯
叔
母
ト
姪
男
ト
互
二
婚
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
禁
ス

（
百
六
十
四
）

一
第
百
六
十
二
条
二
記
シ
タ
ル
同
級
ノ
姻
属
ノ
親
不
得
已
ノ
情
実
ア
ル
時
ハ
親

　
族
会
議
ノ
上
官
裁
ヲ
受
ク
可
シ

　
　
　
第
二
章
婚
姻
ヲ
行
フ
ニ
付
テ
ノ
法
式

（
百
六
十
五
）

一
婚
姻
ハ
夫
婦
ト
ナ
ル
可
キ
者
ノ
中
一
人
ノ
居
住
ス
ル
部
曲
ノ
官
吏
ノ
面
前
二

於
テ
公
ケ
ニ
之
ヲ
行
フ
可
シ

（
百
六
十
六
）

一
第
六
十
三
条
猷
性
蜘
証
二
記
載
シ
タ
ル
ニ
次
ノ
公
告
ハ
夫
婦
ト
ナ
ル
可
キ
者
ノ

　
居
住
ス
ル
双
方
ノ
部
曲
官
庁
二
於
テ
之
ヲ
為
ス
可
シ

（
百
六
十
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
住
か
ー
手
塚
註
）

一
現
今
ノ
住
居
若
シ
六
月
二
満
タ
サ
ル
時
ハ
其
地
移
住
前
最
終
二
居
終
セ
シ
地

　
ノ
部
曲
官
庁
二
於
テ
モ
亦
其
公
告
ヲ
為
ス
可
シ

（
百
六
＋
八
）

一
婚
姻
ヲ
ナ
ス
両
人
又
ハ
一
人
ノ
婚
姻
ノ
事
二
付
キ
人
ノ
指
令
ヲ
受
ク
可
キ
時

　
ハ
其
指
令
ヲ
為
ス
者
ノ
住
居
ノ
部
曲
官
庁
二
於
テ
モ
亦
其
公
告
ヲ
為
ス
可
シ

（
百
六
十
九
）

一
至
重
ノ
道
理
ア
ル
時
ハ
官
裁
ヲ
以
テ
第
二
次
ノ
公
告
ヲ
止
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
可

　
シ

　
　
　
第
三
章
　
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
フ
ル
コ
ト

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

（
百
七
十
…

一
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
フ
ル
ノ
権
ハ
先
約
ノ
配
偶
者
二
属
ス
可
シ

（
百
七
十
三
）
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

一
父
在
レ
ハ
父
父
亡
ス
ス
レ
ハ
母
又
父
母
共
二
亡
キ
時
ハ
祖
父
母
ハ
其
子
及
ヒ

　
卑
属
ノ
親
二
十
五
歳
以
上
ナ
リ
ト
難
モ
其
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
ヘ
シ

（
百
七
十
四
）

一
尊
属
ノ
親
＋
キ
時
ハ
丁
年
ノ
兄
弟
姉
妹
伯
叔
従
兄
弟
従
姉
妹
ハ
左
ノ
ニ
件
ノ

　
外
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
フ
可
カ
ラ
ス

　
第
一
　
第
百
六
十
条
二
於
テ
定
メ
タ
ル
親
族
会
議
ノ
許
諾
ヲ
得
サ
ル
時

　
第
二
　
婚
姻
ヲ
結
フ
者
ノ
狂
病
二
付
其
故
障
ヲ
述
ル
時

　
　
　
但
シ
狂
病
二
付
故
障
ヲ
述
フ
ル
者
ハ
婚
姻
ヲ
結
フ
者
ヲ
シ
テ
治
産
ノ

　
　
　
禁
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ
訴
ヲ
為
シ
裁
判
所
ヨ
リ
定
ル
期
限
内
二
其
言
渡

　
　
　
　
ヲ
得
ル
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ニ
非
レ
ハ
裁
判
所
二
於
テ
其
故
障
ヲ
聴
ル
ス

　
　
　
可
カ
ラ
ス
又
其
故
障
ヲ
述
フ
ル
ト
難
モ
裁
判
所
ニ
テ
之
ヲ
差
止
ル
ノ

　
　
　
権
ア
ル
可
シ

ヘ
百
七
十
五
）

一
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
ニ
件
二
於
テ
監
財
人
又
ハ
後
見
人
ハ
親
族
ヲ
シ
テ
会
議

　
セ
シ
メ
其
許
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
ハ
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

（
百
七
十
六
）

一
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
フ
ル
証
書
ニ
ハ
之
ヲ
述
フ
ル
ノ
権
ヲ
生
ス
可
キ
倫
序
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ト
婚
姻
ヲ
行
フ
可
キ
地
二
居
ル
コ
ト
ヲ
記
ス
可
ス
又
尊
属
ノ
親
ナ
ラ
サ
ル
者

　
ハ
必
甘
ハ
故
障
ノ
主
意
ヲ
記
ス
可
シ
若
シ
此
規
則
二
背
ク
時
ハ
其
故
障
ノ
証
書

　
ヲ
廃
シ
且
其
証
書
二
姓
名
ヲ
手
署
シ
タ
ル
公
証
人
等
ハ
暫
ク
其
務
ヲ
停
ム
可

　
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
九
七
七
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

（
百
七
十
七
）

二
二
等
裁
判
所
ハ
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
止
ム
ル
ノ
訴
ヲ
十
日
内
二
審
判
ス
可
シ

（
百
七
十
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ス
脱
か
ー
手
塚
註
）

一
若
シ
三
等
裁
判
所
ノ
審
判
二
服
セ
シ
テ
更
二
上
等
裁
判
所
二
訴
出
シ
タ
ル
時

　
ハ
其
時
ヨ
リ
十
日
内
二
審
判
ヲ
為
ス
可
シ

（
百
七
十
九
）

一
若
シ
婚
姻
ノ
故
障
ヲ
述
ヘ
タ
ル
コ
ト
ヲ
裁
判
所
二
於
テ
聴
サ
・
ル
時
尊
属
ノ

　
親
二
非
ル
者
ハ
損
失
償
∠
言
渡
ヲ
受
ク
可
シ

　
　
　
第
四
章
　
婚
姻
取
消
ヲ
求
ル
事

（
百
八
十
）

一
双
方
又
ハ
一
方
ノ
情
願
承
諾
ナ
ク
シ
テ
契
約
シ
タ
ル
婚
姻
ハ
其
情
願
承
諾
ヲ

　
為
サ
・
ル
者
其
婚
姻
取
消
ヲ
訴
ル
事
ヲ
得
可
シ

　
若
シ
人
二
欺
カ
レ
テ
婚
姻
シ
タ
ル
時
其
欺
カ
レ
タ
ル
者
婚
姻
取
消
ヲ
訴
フ
ル

　
事
ヲ
得
ヘ
シ

（
百
八
十
一
）

一
前
条
ノ
場
合
ト
難
モ
夫
婦
全
ク
其
自
由
ヲ
得
又
ハ
其
欺
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ヨ
リ

　
六
月
間
絶
ヘ
ス
同
居
ヲ
為
シ
タ
ル
時
ハ
其
婚
姻
取
消
ノ
訴
ヲ
許
ス
可
カ
ラ
ス

（
百
八
十
二
）

一
父
母
及
ヒ
其
値
尊
属
ノ
親
ノ
許
諾
又
ハ
親
族
会
議
ノ
許
諾
必
要
ナ
ル
時
其
許

　
諾
ヲ
得
ス
シ
テ
契
約
シ
タ
ル
婚
姻
ハ
其
許
諾
ヲ
為
ス
可
キ
者
又
ハ
双
方
ノ
中

　
ニ
テ
其
許
諾
ヲ
受
ヘ
キ
者
婚
姻
取
消
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
百
八
十
三
）

一
婚
姻
ノ
許
諾
ヲ
為
ス
可
キ
者
其
婚
姻
ヲ
明
許
或
ハ
黙
許
シ
タ
ル
時
又
ハ
其
婚

　
姻
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
知
レ
ト
モ
其
取
消
ヲ
訴
ヘ
ス
シ
テ
一
年
ノ
時
間
ヲ
経
過
シ

　
タ
ル
時
ハ
其
婚
姻
取
消
ノ
訴
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス
双
方
又
ハ
一
方
自
カ
ラ
婚
姻

　
ノ
承
諾
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
齢
二
至
リ
シ
時
ヨ
リ
一
年
ノ
時
間
其
婚
姻
取

　
消
ノ
訴
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
キ
時
ハ
其
訴
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
九
七
八
）

（
百
八
十
四
）

一
第
百
四
十
四
条
第
百
四
十
七
条
第
百
六
十
一
条
第
百
六
十
二
条
第
百
六
十
三

　
条
二
記
載
シ
タ
ル
規
則
二
違
背
シ
テ
契
約
シ
タ
ル
婚
姻
ハ
夫
婦
又
ハ
婚
姻
ノ

　
事
二
関
ス
ル
者
或
ハ
目
代
局
ヨ
リ
取
消
シ
ノ
訴
ヲ
為
ス
事
ヲ
得
可
シ

（
百
八
十
五
）

一
然
レ
ト
モ
未
タ
婚
姻
ヲ
行
フ
可
キ
齢
二
至
ラ
サ
ル
双
方
又
ハ
一
方
ノ
契
約
シ

　
タ
ル
婚
姻
ハ
其
双
方
又
ハ
一
方
其
齢
二
至
リ
シ
ヨ
リ
後
六
月
ヲ
経
ル
時
又
ハ

　
婦
ノ
未
タ
其
齢
二
至
ラ
ス
ト
難
モ
契
約
セ
シ
時
ヨ
リ
六
月
ヲ
経
ル
前
二
既
二

　
懐
胎
シ
タ
ル
時
ハ
其
婚
姻
取
消
ヲ
訴
フ
可
カ
ラ
ス

（
百
八
十
六
）

一
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
結
ヒ
タ
ル
婚
姻
ヲ
許
諾
シ
タ
ル
父
母
又
ハ

　
他
ノ
尊
属
ノ
親
及
ヒ
親
族
ハ
其
婚
姻
取
消
ヲ
訴
フ
ヘ
カ
ラ
ス

（
百
八
十
七
）

一
第
百
八
十
四
条
二
記
載
ス
ル
所
二
循
ヒ
婚
姻
二
関
ス
ル
者
ヨ
リ
其
婚
姻
取
消

　
ノ
訴
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
キ
場
合
ト
難
モ
傍
系
ノ
親
又
ハ
前
婚
ノ
子
ハ
其
婚

　
姻
取
消
二
附
キ
現
二
関
係
ア
ル
時
二
非
レ
ハ
夫
婦
ノ
共
二
生
存
ス
ル
時
間
ハ

　
其
婚
姻
取
消
ヲ
訴
フ
可
ラ
ス

（
百
八
十
八
）

一
夫
又
ハ
婦
其
配
偶
者
ノ
重
婚
ヲ
結
ヒ
タ
ル
ニ
因
リ
害
ヲ
蒙
リ
シ
時
ハ
其
配
偶

　
者
生
存
中
二
於
テ
モ
其
再
婚
ノ
取
消
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
百
八
十
九
）

一
又
再
婚
シ
タ
ル
夫
又
ハ
婦
前
婚
ノ
既
二
取
消
ト
ナ
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
述
ル
時
ハ

　
裁
判
所
ニ
テ
其
実
否
ヲ
糺
判
ス
可
シ

（
百
九
十
）

一
目
代
ハ
第
百
八
十
四
条
二
記
載
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
夫
婦
共
二
生
存
ス
ル

　
間
ト
難
モ
其
婚
姻
ヲ
取
消
シ
夫
婦
離
別
セ
シ
ム
ル
ノ
言
渡
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
請

　
フ
可
シ
但
シ
第
百
八
十
五
条
二
記
載
ス
ル
所
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス



（
百
九
十
［
）

一
公
ケ
ニ
契
約
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
婚
姻
及
ヒ
係
リ
官
吏
ノ
面
前
二
於
テ
行
ハ
＋

　
ル
婚
姻
ハ
本
人
又
ハ
父
母
其
他
尊
属
ノ
親
又
ハ
現
二
婚
姻
取
消
二
関
係
ア
ル

　
者
又
ハ
目
代
局
ヨ
リ
其
婚
姻
取
消
ノ
訴
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
百
九
十
二
）

一
若
シ
婚
姻
ヲ
結
フ
ニ
預
メ
ニ
次
ノ
公
告
ヲ
為
サ
ル
時
又
ハ
官
裁
ノ
免
許
ヲ
得

　
サ
ル
時
又
ハ
公
告
ト
婚
姻
ト
ノ
間
二
定
期
二
背
キ
タ
ル
時
ハ
目
代
ヨ
リ
裁
判

　
所
二
申
立
テ
其
婚
姻
ヲ
許
可
セ
シ
官
吏
丘
二
百
フ
ラ
ン
ク
以
下
ノ
罰
金
ヲ
出

　
サ
シ
メ
且
ツ
本
人
又
ハ
本
人
ヲ
指
令
ス
ル
老
二
其
家
産
相
当
ノ
罰
金
ヲ
出
サ

　
シ
ム
可
シ

（
百
九
十
三
）
（
本
条
の
本
文
は
欄
外
に
墨
書
で
補
充
－
手
塚
註
）

　
一
第
百
六
十
五
条
二
記
載
シ
タ
ル
規
則
二
背
キ
タ
ル
事
ア
ル
時
裁
判
所
二
於

　
テ
婚
姻
取
消
ノ
審
判
二
及
ハ
ス
ト
難
モ
前
条
二
記
シ
タ
ル
者
ハ
罰
金
ヲ
出
ス

　
可
シ

（
百
九
十
四
）

一
何
人
ヲ
論
セ
ス
民
生
証
書
帳
二
記
ル
シ
タ
ル
婚
姻
証
書
ヲ
出
サ
・
ル
ト
キ
ハ

　
夫
婦
ノ
名
義
並
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
民
法
ノ
諸
権
ア
リ
ト
ス
可
カ
ラ
ス
但
シ
第

　
四
十
六
条
二
記
載
シ
タ
ル
場
合
ハ
格
別
ナ
リ
ト
ス

（
百
九
十
五
）

一
現
二
夫
婦
タ
ル
ノ
景
状
ア
リ
ト
難
モ
掛
リ
官
吏
ノ
面
前
二
於
テ
婚
姻
ヲ
行
ヒ

　
タ
ル
ノ
証
書
ヲ
出
サ
・
ル
者
ハ
夫
婦
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

（
百
九
十
六
）

一
現
二
夫
婦
タ
ル
ノ
景
状
ア
リ
テ
掛
リ
官
吏
ノ
面
前
二
於
テ
婚
姻
ヲ
行
ヒ
タ
ル

　
ノ
証
書
ヲ
出
シ
タ
ル
時
ハ
其
本
人
ヨ
リ
其
証
書
取
消
ヲ
訴
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

（
百
九
十
七
）

一
然
ト
モ
第
百
九
十
四
条
第
百
九
十
五
条
二
記
載
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
公
ケ
ニ

　
夫
婦
ノ
景
状
ア
ル
者
其
生
ミ
タ
ル
子
ア
リ
テ
其
夫
婦
共
二
死
去
シ
タ
ル
時
其

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
子
ハ
其
死
者
ノ
子
タ
ル
ノ
景
状
ア
リ
テ
其
出
産
ノ
証
書
ニ
モ
反
シ
タ
ル
コ
ト

　
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
其
婚
姻
ヲ
行
ヒ
タ
ル
証
書
無
キ
ヲ
ロ
実
ト
ナ
シ
其
子
ノ
正
出

　
二
非
ラ
ス
ト
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス

（
百
九
十
八
）

一
若
シ
訴
訟
二
因
リ
テ
正
シ
ク
婚
姻
ヲ
行
ヒ
シ
証
ノ
顕
ハ
ル
・
時
ハ
其
裁
判
ノ

　
言
渡
ヲ
身
上
ノ
証
書
帳
二
記
シ
夫
婦
及
ヒ
其
問
二
生
レ
ゾ
子
二
婚
姻
ヲ
行
ヒ

　
シ
日
ヨ
リ
総
テ
民
法
二
関
シ
タ
ル
諸
件
ヲ
得
セ
シ
ム
可
シ

（
百
九
十
九
）

一
夫
婦
タ
ル
可
キ
双
方
又
ハ
一
方
ノ
者
官
吏
ノ
好
情
ヲ
知
ラ
ズ
シ
テ
死
去
γ
タ

　
ル
時
ハ
其
婚
姻
二
関
ス
ル
者
及
ヒ
ロ
代
ヨ
リ
其
官
吏
ノ
罪
ヲ
訴
出
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
得
可
シ

（
二
百
条
）

一
官
吏
死
後
其
姦
情
顕
ル
・
ト
キ
ハ
其
婚
姻
二
関
ス
ル
者
ノ
訴
訟
二
従
ヒ
其
面

　
前
二
於
テ
目
代
ヨ
リ
其
官
吏
ノ
遺
物
相
続
人
二
対
シ
償
ヲ
求
ム
ル
ノ
訴
ヲ
為

　
ス
可
シ

（
二
百
一
条
）

一
本
意
ヲ
以
テ
婚
姻
ヲ
結
ヒ
タ
ル
者
ハ
婚
姻
ヲ
取
消
ス
ノ
言
渡
ア
リ
ト
雛
モ
双

］
方
及
ヒ
其
子
ハ
其
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
ノ
民
法
ノ
諸
件
ヲ
有
ス
可
シ

（
二
百
二
条
）

一
夫
婦
中
ノ
一
方
ノ
老
ノ
、
・
・
本
意
ヲ
以
テ
婚
姻
ヲ
結
ヒ
シ
時
ハ
其
者
及
ヒ
其
生

　
シ
子
ハ
其
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
民
法
ノ
諸
件
ヲ
有
ス
可
シ

　
　
　
　
第
五
章
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
義
務

（
一
眉
三
）

一
夫
婦
タ
ル
者
ハ
相
与
二
其
子
ヲ
養
育
ス
可
ヘ
キ
義
務
ア
リ
ト
ス

（
二
百
四
）

一
子
ハ
婚
姻
ヲ
為
シ
テ
別
二
産
業
ヲ
立
ツ
事
及
ヒ
其
他
ノ
事
二
因
リ
テ
別
二
産

　
業
ヲ
立
ツ
ル
事
二
付
テ
ハ
其
父
母
二
対
シ
テ
訴
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
九
七
九
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

（
二
百
五
）

一
子
ハ
父
母
及
ヒ
其
他
宗
系
尊
属
ノ
親
ノ
窮
乏
ナ
ル
時
之
ヲ
養
フ
ノ
義
務
ア
リ

　
ト
ス

（
二
百
六
）

一
又
婿
及
ヒ
婦
ハ
其
夫
ノ
父
母
其
妻
ノ
父
母
ノ
窮
乏
ノ
時
之
ヲ
養
フ
可
シ
然
ト

　
モ
其
夫
ノ
母
其
妻
ノ
母
ノ
再
婚
シ
タ
ル
時
ハ
其
義
務
ナ
シ
又
夫
或
ハ
妻
ノ
其

　
間
タ
ニ
生
レ
シ
子
ト
共
二
死
去
シ
タ
ル
時
モ
亦
其
義
務
ナ
シ
ト
ス

（
二
百
七
）

一
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
義
務
ハ
其
父
母
ヨ
リ
其
婿
婦
二
於
ケ
ル
モ
亦
同
一
ナ
リ

　
ト
ス

（
二
百
八
）

一
養
料
ノ
多
少
ハ
之
レ
ヲ
求
ム
ル
者
ノ
要
ス
ル
所
ト
之
ヲ
給
ス
可
キ
者
ノ
家
産

　
ト
ノ
見
積
二
従
テ
定
ム
ヘ
シ

（
二
百
九
）

一
若
シ
養
料
ヲ
給
与
ス
ル
者
既
二
之
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
時
又
ハ
養
料
ヲ

　
受
ル
者
ノ
之
ヲ
受
ク
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
ニ
至
リ
シ
時
ハ
全
ク
其
養
料
ヲ
給
ス
ル

　
事
ヲ
止
メ
或
ハ
之
ヲ
減
ス
ル
ノ
訴
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
二
百
十
）

一
養
料
ヲ
給
ス
可
キ
人
之
ヲ
分
チ
給
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
証
ヲ
立
ル
時
ハ
裁

　
判
所
二
於
テ
其
原
由
ヲ
吟
味
シ
タ
ル
後
養
料
ヲ
受
ク
可
キ
者
ヲ
其
住
所
二
引

　
取
リ
テ
之
ヲ
養
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
ス
可
シ

三
百
十
一
）

一
又
父
母
ヨ
リ
養
料
ヲ
分
チ
給
ス
可
キ
子
ヲ
己
ノ
住
所
二
引
取
リ
養
フ
可
キ
コ

　
ト
ヲ
述
フ
ル
時
ハ
裁
判
所
二
於
テ
之
ヲ
許
シ
其
養
料
ヲ
分
チ
給
ス
ル
ニ
及
ハ

　
サ
ル
旨
ヲ
言
渡
ス
可
シ
、

　
　
　
第
六
章
　
夫
婦
ノ
潅
及
ヒ
義

（
二
百
十
ご

一
夫
婦
ハ
互
二
貞
実
ニ
シ
テ
相
扶
持
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
九
八
○
）

（
二
百
十
三
）

一
夫
ハ
其
婦
ヲ
保
護
シ
婦
ハ
其
夫
二
聴
順
ス
可
シ

（
二
百
十
四
）

一
婦
ハ
其
夫
ト
同
居
シ
且
ッ
夫
ノ
居
住
ヲ
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
地
へ
随
行
ス
可
シ

　
又
夫
ハ
己
ノ
家
産
ト
身
分
ト
ニ
応
シ
生
計
二
要
用
ナ
ル
諸
物
ヲ
其
婦
二
給
ス

　
可
シ

（
二
百
十
五
）

一
婦
ハ
公
ケ
ノ
商
業
ヲ
ナ
シ
又
ハ
夫
ト
財
産
ヲ
共
ニ
セ
ス
又
ハ
始
メ
共
ニ
シ
テ

　
後
分
チ
タ
リ
ト
難
モ
其
夫
ノ
許
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
裁
判
所
二
出
テ
訴
訟

　
ヲ
ナ
ス
可
カ
ラ
ス

　
婦
ハ
其
夫
ノ
商
品
ノ
小
売
ヲ
為
ス
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
公
ケ
ノ
商
費
ト
謂
フ
ヘ
カ
ラ

　
ス
別
二
自
カ
ラ
商
業
ヲ
為
ス
時
ノ
ミ
之
ヲ
公
ケ
ノ
商
買
ト
謂
フ
可
シ

（
二
百
十
六
）

一
婦
ハ
他
人
ヨ
リ
罪
犯
ア
リ
ト
シ
テ
訴
訟
セ
ラ
レ
シ
時
ハ
其
夫
ノ
許
諾
ヲ
得
ス

　
ト
モ
裁
判
所
二
出
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
但
シ
離
婚
分
産
ノ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
本
条
記
ス
所
二
同
シ

（
二
百
十
七
）

一
婦
ハ
夫
ト
財
産
ヲ
共
ニ
セ
ス
又
ハ
初
メ
共
ニ
シ
後
分
チ
タ
リ
ト
難
其
夫
ト
証

　
書
二
連
印
シ
又
ハ
夫
ノ
許
諾
書
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
ハ
人
二
物
ヲ
与
へ
又
ハ
売
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
（
朱
で
訂
正
ー
手
塚
註
）

　
ヒ
又
ハ
書
入
質
ト
為
シ
又
ハ
人
ヨ
リ
物
［
同
凹
受
ケ
或
ハ
買
入
ル
コ
ト
ヲ
得

　
ズ

ヘ
ニ
百
十
八
）

一
若
シ
夫
其
婦
ノ
裁
判
所
二
訴
訟
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
サ
・
ル
時
ハ
裁
判
役
ヨ
リ

　
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
二
百
十
九
）

一
若
シ
夫
其
婦
ノ
証
書
二
連
印
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
諾
セ
サ
ル
時
ハ
其
婦
管
轄
ノ
三

等
裁
判
所
二
訴
へ
其
夫
ヲ
呼
出
サ
シ
ム
可
シ
但
シ
裁
判
役
ハ
会
議
ノ
室
二
於



　
テ
夫
ノ
述
フ
ル
所
ヲ
聴
キ
又
ハ
之
ヲ
呼
出
シ
テ
出
席
セ
サ
ル
時
モ
其
事
情
二

　
付
テ
之
ヲ
宰
判
ス
可
シ

〔
二
百
二
十
）

一
婦
公
ケ
ノ
商
費
ヲ
ナ
ス
時
其
商
業
二
付
テ
ハ
其
夫
ノ
許
諾
ヲ
要
セ
ス
自
ヵ
ラ

　
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
但
シ
此
場
合
二
於
テ
夫
婦
互
二
財
産
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
時
ハ
其
夫
モ
亦
其
契

　
　
約
ノ
義
務
ヲ
負
フ
可
シ

（
二
百
二
十
一
）

一
若
シ
夫
裁
判
所
ノ
命
ア
レ
ト
モ
出
席
セ
ス
又
ハ
逃
亡
ス
ト
錐
モ
施
体
加
辱
ノ

　
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
シ
時
ハ
其
婦
ノ
丁
年
幼
年
ヲ
問
ハ
ス
夫
ノ
罰
ヲ
受
ル
時
間

　
ハ
裁
判
所
ヨ
リ
ノ
允
許
ヲ
得
ス
シ
テ
訴
訟
及
ヒ
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
カ

　
ラ
ス

　
　
但
シ
裁
判
役
ハ
其
夫
ヲ
呼
出
シ
又
ハ
其
述
フ
所
ヲ
聴
糺
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
シ

　
　
テ
其
允
許
ヲ
与
フ
〃
コ
ト
ヲ
得
ヘ
ン

（
二
百
廿
二
）

一
若
シ
夫
治
産
ノ
禁
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
又
ハ
不
在
ナ
ル
時
ハ
裁
判
役
其
原
由
ヲ
聴

　
糺
シ
其
婦
二
訴
訟
又
ハ
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
允
許
ス
可
シ

【
二
百
廿
三
）

一
夫
婚
姻
契
約
書
中
二
於
テ
其
婦
二
総
テ
ノ
訴
訟
又
ハ
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許

　
ス
ト
難
モ
婦
ハ
自
己
ノ
財
産
ヲ
支
配
ス
ル
コ
ト
ノ
、
・
・
其
許
シ
ニ
従
フ
コ
ト
ヲ

　
得
可
シ

（
二
百
廿
四
）

一
若
シ
夫
丁
年
二
至
ラ
サ
ル
時
ハ
其
婦
訴
訟
及
ヒ
契
約
ヲ
為
ス
ニ
必
ス
裁
判
役

　
ノ
允
許
ヲ
受
ク
可
シ

〔
二
百
廿
五
）

一
裁
判
役
ノ
允
許
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
契
約
ヲ
廃
棄
ス
ル
コ
ト
ハ
本
人
又
ハ
夫
又
ハ

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
其
遺
物
相
続
人
二
非
レ
ハ
之
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

ニ
＝
日
廿
山
ハ
）

↓
婦
ハ
其
夫
ノ
許
諾
ヲ
得
ス
シ
テ
遺
嘱
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　
　
箒
七
章
　
婚
姻
ヲ
解
ク
コ
ト

（
二
百
廿
七
）

一
婚
姻
ヲ
解
ク
ノ
原
由
ハ
左
ノ
数
件
ニ
ア
リ

　
　
第
一
　
夫
又
ハ
婦
ノ
死
去
ス
ル
事

　
第
二
　
法
律
二
循
ヒ
離
婚
ヲ
言
渡
シ
タ
ル
事

　
第
三
　
夫
又
ハ
婦
ノ
准
死
二
至
ル
可
キ
刑
ノ
言
渡
ノ
確
定
γ
タ
ル
事

　
　
　
第
八
章
　
再
婚
ノ
事

〆
二
百
廿
八
）

一
婦
ハ
前
婚
ヲ
解
シ
ヨ
リ
十
月
ノ
後
二
非
サ
レ
ハ
再
婚
契
約
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス

　
　
第
六
篇
　
離
婚

　
　
　
第
一
章
離
婚
ノ
原
由

（
二
百
廿
九
）

一
夫
ハ
其
婦
ノ
姦
通
ヲ
以
テ
原
由
ト
為
シ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

（
二
百
三
十
）
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

一
婦
ハ
夫
ノ
其
家
二
女
ヲ
畜
ヒ
置
シ
時
ハ
其
夫
ノ
姦
通
ヲ
以
テ
原
由
ト
為
シ
離

　
婚
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
二
百
三
十
一
）

一
夫
婦
中
一
方
ノ
者
過
慾
苛
虐
又
ハ
至
重
ノ
害
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
原
由

　
ト
為
シ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
二
百
三
十
二
）

一
夫
婦
中
一
方
ノ
者
加
辱
ノ
刑
旦
～
、
・
渡
サ
レ
シ
時
ハ
其
言
渡
シ
ヲ
以
テ
原
由
ト

　
為
シ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

（
二
百
三
十
三
）

一
夫
婦
互
二
法
律
上
二
定
メ
タ
ル
規
則
二
循
ヒ
相
承
諾
シ
離
婚
ノ
求
ヲ
固
執
シ

　
テ
法
律
上
二
定
メ
タ
ル
証
ヲ
立
テ
シ
時
ハ
其
夫
婦
タ
ル
ニ
堪
ヘ
ス
シ
テ
離
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
九
八
一
）



　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
ヲ
為
ス
可
キ
原
由
ノ
確
証
ト
為
ス
可
シ

　
　
　
第
二
章
定
リ
シ
原
由
ア
ル
離
婚
ノ
事

　
　
　
　
第
一
款
定
リ
シ
原
由
ア
ル
離
婚
ノ
規
則

二
百
三
十
四
条
　
定
リ
シ
原
由
ア
ル
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
者
ハ
何
事
情
何
罪
科
二
係

　
ラ
ス
総
テ
夫
婦
ノ
住
所
ヲ
管
轄
ス
ル
三
等
裁
判
所
二
訴
フ
ヘ
シ

ニ
百
三
十
五
条
　
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
夫
又
ハ
婦
ノ
述
タ
ル
事
情
二
因
リ
目
代
局
ヨ

　
リ
刑
法
二
管
シ
タ
ル
訴
訟
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
時
ハ
一
等
裁
判
所
ノ
言
渡
ア
ル

　
ニ
至
ル
迄
離
婚
ノ
訴
訟
ヲ
中
止
シ
其
言
渡
シ
ア
ル
後
二
再
ヒ
其
訴
訟
ヲ
始
ル

　
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
但
シ
其
言
渡
ア
ル
ニ
因
リ
離
婚
ヲ
訴
ヘ
シ
夫
又
ハ
婦
ノ
訴
訟
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

　
拒
ム
ヘ
カ
ラ
ス

ニ
百
三
十
六
条
　
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
書
ニ
ハ
其
事
情
ヲ
詳
細
二
記
ス
ヘ
シ
其
書
ハ

　
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
ニ
要
用
ナ
ル
証
書
ア
ル
時
ハ
其
証
書
ノ
副
本
ト
共
二
離
婚
ヲ

　
訴
フ
ル
夫
又
ハ
婦
自
ヲ
裁
判
所
ノ
上
席
人
又
ハ
之
二
代
ル
ヘ
キ
裁
判
役
二
出

　
ス
ヘ
シ

　
若
シ
其
夫
又
ハ
婦
ノ
病
二
罹
リ
此
事
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
時
ハ
裁
判
役
其

　
者
ノ
願
状
ト
内
科
外
科
ノ
医
官
二
名
又
ハ
下
等
医
師
二
名
ノ
証
書
ト
ヲ
受
取

　
リ
タ
ル
後
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
者
ノ
住
所
二
至
リ
其
訴
ヲ
聴
ク
ヘ
シ

ニ
百
三
十
七
条
　
裁
判
役
ハ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
者
ノ
述
ル
所
ヲ
聴
糺
シ
タ
ル
後
離

　
婚
ヲ
訴
フ
ル
書
及
証
書
類
二
姓
名
ノ
手
署
二
代
用
ス
ル
横
線
ヲ
画
シ
此
等
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
九
八
二
）

書
類
ヲ
受
取
リ
シ
調
書
ヲ
記
ス
可
シ
其
調
書
ニ
ハ
裁
判
役
及
離
婚
ヲ
訴
フ
ル

者
其
姓
名
ヲ
手
署
ス
ヘ
シ
但
シ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
者
其
姓
名
ヲ
手
署
ス
ル
コ
ト

　能ハサ

ル
時
ハ
其
旨
ヲ
調
書
二
記
ス
ヘ
シ

ニ
百
三
十
八
条
裁
判
役
ハ
其
調
書
ノ
紙
尾
二
記
シ
定
メ
タ
ル
日
時
二
原
告
被

告
双
方
ノ
本
人
己
ノ
面
前
二
出
席
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
ス
ヘ
シ
且
其
言
渡
書

　
ノ
写
ヲ
原
告
人
自
ラ
被
告
人
二
送
達
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
モ
言
渡
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
其
双
方

二
百
三
十
九
条
　
裁
判
役
ハ
予
定
セ
シ
日
二
至
リ
夫
婦
共
二
出
席
ス
ル
時
困
其

　
ノ
者
二
対
シ
又
離
婚
ヲ
訴
7
ル
者
ノ
ミ
出
席
ス
ル
時
ハ
（
朱
筆
で
挿
入
－
手
塚
註
）

　
者
ノ
ミ
ニ
対
シ
和
熟
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
喩
示
ス
ヘ
シ
若
シ
和
熟
セ
シ
ム
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
時
ハ
其
旨
ヲ
調
書
二
記
国
離
婚
ノ
訴
書
及
証
書
類
ヲ
目
代
局

　
二
送
達
シ
テ
其
訴
訟
ヲ
裁
判
所
ノ
審
判
二
任
ス
ヘ
キ
コ
ト
三
昌
渡
ス
ヘ
シ

ニ
百
四
十
条
　
此
時
ヨ
リ
三
日
内
二
裁
判
所
二
於
テ
ハ
其
上
席
人
又
ハ
之
二
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
ル
ヘ
キ
裁
判
役
ノ
報
知
國
旨
ト
目
代
局
ノ
述
ル
所
ノ
旨
ト
ニ
従
ヒ
被
告
人
ヲ

　
裁
判
所
二
呼
出
ス
ヘ
キ
ノ
允
許
ヲ
原
告
人
二
与
フ
ヘ
シ
但
暫
ク
之
ヲ
猶
予
ス

　
ル
モ
防
ナ
シ
其
猶
予
ノ
時
間
ハ
ニ
十
日
ヲ
過
ク
ヘ
カ
ラ
ス

ニ
百
四
十
一
条
　
原
告
人
ハ
裁
判
所
ノ
允
許
ヲ
得
タ
ル
ニ
因
リ
内
吟
味
ヲ
為
サ

　
ン
カ
タ
メ
尋
常
ノ
法
式
二
循
ヒ
法
律
二
於
テ
定
メ
タ
ル
定
期
内
二
裁
判
所
ヨ

　
リ
被
告
人
ヲ
呼
出
サ
シ
ム
ヘ
シ
且
其
呼
出
書
ト
共
二
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
書
ト
証

　
書
類
ト
ノ
写
書
ヲ
併
セ
テ
被
告
人
二
送
達
セ
シ
ム
可
シ

ニ
百
四
十
二
条
　
法
律
二
於
テ
定
メ
シ
定
期
ノ
終
リ
シ
時
被
告
人
ノ
出
席
ヲ
為

　
ス
ト
否
ト
ヲ
問
ス
原
告
人
ハ
其
意
二
随
ヒ
一
人
又
ハ
代
言
人
ト
共
二
出
席
シ



　
其
訴
ノ
主
意
ヲ
自
ラ
述
又
ハ
代
言
人
ヲ
シ
テ
述
ヘ
シ
メ
証
書
類
ヲ
出
シ
其
証

　
人
ノ
名
氏
ヲ
申
ス
ヘ
シ

ニ
百
四
十
三
条
　
被
告
人
自
ラ
出
席
ヲ
ナ
シ
又
ハ
名
代
人
ヲ
出
席
セ
シ
メ
シ
時

　
ハ
原
告
人
ノ
訴
ノ
主
意
及
ヒ
証
書
類
並
二
原
告
人
ヨ
リ
氏
名
ヲ
申
シ
タ
ル
証

　
人
ノ
事
二
付
自
ラ
其
意
ヲ
述
へ
又
ハ
名
代
人
ヲ
シ
テ
述
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ

　
シ
又
被
告
人
ハ
己
ノ
出
席
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
証
人
ア
ラ
ハ
其
氏
名
ヲ
申
ス

　
ヘ
シ
但
シ
原
告
人
ハ
被
告
人
ヨ
リ
氏
名
ヲ
申
タ
ル
証
人
ノ
事
二
付
其
異
存
ヲ

　
述
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

ニ
百
四
十
四
条
原
告
被
告
双
方
ノ
出
席
シ
タ
ル
コ
ト
及
其
述
タ
ル
所
並
二
其

　
自
ラ
陳
シ
タ
ル
所
ヲ
記
シ
テ
調
書
ト
シ
之
ヲ
双
方
二
読
聞
セ
シ
後
双
方
ノ
氏

　
名
ヲ
手
署
セ
シ
ム
ヘ
シ
但
シ
其
調
書
ニ
ハ
双
方
共
二
氏
名
ヲ
手
署
シ
タ
ル
事

　
又
ハ
手
署
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
或
ハ
手
署
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
ル
旨
ヲ
述
タ
ル

　
事
ア
ラ
ハ
其
由
ヲ
モ
記
ス
ヘ
シ

ニ
百
四
十
五
条
　
裁
判
所
二
於
テ
原
告
人
被
告
人
ノ
双
方
二
公
ケ
ノ
吟
味
二
出

　
席
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
シ
其
日
時
ヲ
定
メ
且
内
吟
味
二
管
シ
タ
ル
書
類
ヲ
目

代
局
二
送
達
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
シ
テ
掛
リ
ノ
裁
判
役
二
任
ス
ヘ
シ
若
被
告

　
人
ノ
出
席
セ
サ
ル
時
ハ
原
告
人
ヨ
リ
裁
判
所
ノ
言
渡
ニ
テ
定
メ
タ
ル
期
限
内

　
二
其
言
渡
書
ヲ
被
告
人
二
送
達
セ
シ
ム
ヘ
シ

ニ
百
四
十
六
条
　
予
定
セ
シ
日
時
二
至
リ
裁
判
所
ニ
テ
掛
リ
裁
判
役
ノ
申
述
ル

　
ニ
従
ヒ
且
ツ
目
代
局
ノ
述
フ
ル
所
ヲ
聴
キ
タ
ル
後
被
告
人
他
故
ヲ
述
へ
其
訴

　
　
　
御
　
国
　
民
　
法

　
訟
ヲ
拒
ム
コ
ト
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
先
ツ
其
拒
ム
所
ヲ
裁
判
ス
ヘ
シ
若
シ
其
拒
ム

　
所
二
道
理
ア
ル
時
ハ
離
婚
ノ
訴
ヲ
為
ス
ヲ
許
サ
ス
若
シ
其
拒
ム
所
二
道
理
ナ

　
ク
又
ハ
他
故
ヲ
述
ヘ
テ
其
訴
訟
ヲ
拒
ム
コ
ト
ナ
キ
時
ハ
離
婚
ノ
訴
ヲ
為
ス
ヲ

　
允
許
ス
ヘ
シ

ニ
百
四
十
七
条
　
離
婚
ノ
訴
ヲ
允
許
セ
シ
後
直
二
裁
判
役
ノ
告
示
二
従
ヒ
且
ツ

　
（
朱
で
抹
消
f
手
塚
註
）

　
囲
～
目
代
局
ノ
述
ル
所
ヲ
聴
キ
タ
ル
後
訴
訟
ノ
本
案
ノ
裁
判
二
及
フ
ヘ
シ

　
若
シ
其
訴
フ
ル
所
裁
判
ヲ
倣
シ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
模
様
ト
ナ
リ
タ
ル
時
ハ
裁
判

　
所
ヨ
リ
原
告
被
告
双
方
共
其
述
ル
所
ヲ
証
人
ヲ
以
テ
証
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
許
ス

　
ヘ
シ

ニ
百
四
十
八
条
　
訴
訟
中
何
レ
ノ
時
二
於
テ
モ
双
方
ノ
者
裁
判
役
ノ
告
示
ノ
後

　
事
目
代
局
ノ
ロ
上
ヲ
述
フ
ル
前
二
始
ハ
他
故
ヲ
以
テ
訴
訟
ヲ
拒
ム
コ
ト
ニ
付

　
キ
後
ハ
訴
訟
ノ
本
案
二
付
テ
各
論
弁
シ
又
ハ
代
言
人
ヲ
シ
テ
弁
論
セ
シ
ム
可

　
シ
但
シ
原
告
人
自
ラ
出
席
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
其
代
言
人
ヲ
出
ス
コ
ト
ヲ
許
ス
可

　
ラ
ス

ニ
百
四
十
九
条
　
裁
判
所
ニ
テ
証
人
ノ
吟
味
ヲ
為
ス
可
キ
ノ
言
渡
シ
ヲ
為
シ
タ

　
ル
後
直
チ
ニ
裁
判
所
ノ
書
記
官
ハ
調
書
ノ
中
二
於
テ
双
方
ヨ
リ
出
サ
ン
ト
欲

　
ス
ル
証
人
ノ
氏
名
ヲ
記
セ
シ
部
ヲ
読
上
ク
可
シ
裁
判
所
ノ
長
官
ハ
此
時
猶
他

　
ノ
証
人
ヲ
申
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ
ト
難
ト
モ
後
日
二
至
リ
テ
ハ
之
ヲ
許
サ
・
ル

旨
ヲ
裁
判
所
ノ
長
官
ヨ
リ
言
聞
ス
可
シ

ニ
百
五
十
条
　
其
後
直
チ
ニ
双
方
ヨ
リ
互
二
相
忌
避
ス
ル
証
人
二
付
故
障
ヲ
述
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ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
二
於
テ
ハ
目
代
局
ノ
述
ル
所
ヲ
聴
キ
シ
後
覚
、
故
障
ノ
可
否

　
ヲ
裁
判
ス
可
シ

ニ
百
五
十
一
条
　
原
告
被
告
双
方
ノ
者
子
及
ヒ
卑
属
ノ
親
ヲ
除
ク
ノ
外
其
他
ノ

　
親
族
及
ヒ
碑
僕
タ
ル
故
ヲ
以
テ
証
人
ト
為
ス
ノ
故
障
ヲ
述
フ
可
ラ
ス
裁
判
所

　
二
於
テ
ハ
郭
族
及
ヒ
碑
僕
ノ
証
ヲ
モ
聴
ル
ス
可
シ

ニ
百
五
十
二
条
　
人
ヲ
以
テ
証
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
允
許
ス
ル
言
渡
書
ニ
ハ
吟
味
ヲ

　
為
サ
ン
ト
ス
ル
証
人
ノ
氏
名
ヲ
記
ル
シ
且
双
方
ヨ
リ
其
証
人
ヲ
出
席
セ
シ
ム

　
可
キ
日
時
ヲ
定
ム
可
シ

ニ
百
五
十
三
条
　
証
人
ハ
目
代
局
及
ヒ
原
告
被
告
並
二
其
者
ノ
代
言
人
又
ハ
朋

　
友
ノ
面
前
二
於
テ
内
吟
味
ヲ
受
ケ
其
証
ヲ
述
フ
可
シ
但
シ
其
代
言
人
朋
友
ノ

　
員
ハ
三
人
二
過
ク
可
カ
ラ
ス

ニ
百
五
十
四
条
　
原
告
被
告
ハ
其
相
当
ト
思
量
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
自
ラ
証
人
二

　
心
附
ケ
且
問
糺
シ
又
ハ
代
言
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
為
サ
シ
ム
可
シ
但
シ
証
人
ノ
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ま
ま
）

証
ヲ
述
フ
ル
時
間
ハ
辞
ヲ
参
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

ニ
百
五
十
五
条
　
裁
判
所
二
於
テ
証
人
ノ
述
フ
ル
所
及
ヒ
其
証
人
二
原
告
被
告

　
ヨ
リ
心
付
且
問
糺
セ
シ
所
ヲ
調
書
二
記
シ
其
調
書
ヲ
双
方
ノ
者
ト
証
人
ト
ニ

　
読
聞
セ
シ
後
皆
其
氏
名
ヲ
手
署
セ
シ
ム
可
シ
其
氏
名
ヲ
手
署
シ
タ
ル
時
ハ
其

　
由
ヲ
附
記
シ
若
シ
氏
名
ヲ
手
署
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
或
ハ
氏
名
ヲ
手
署
ス
ル
ヲ

　
欲
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
述
ル
時
ハ
亦
其
由
ヲ
モ
附
記
ス
可
シ

ニ
百
五
十
六
条
　
双
方
証
人
ノ
吟
味
ヲ
為
シ
終
リ
シ
後
又
ハ
被
告
ヨ
リ
証
人
ヲ
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出
サ
ス
シ
テ
原
琶
ノ
証
人
ノ
ミ
ノ
叫
味
ヲ
為
シ
終
リ
シ
後
裁
判
所
ヨ
リ
其
双

　
方
ノ
者
二
公
ケ
ノ
吟
味
二
出
席
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
シ
テ
其
日
時
ヲ
定
メ
且

　
内
吟
味
二
管
シ
タ
ル
書
類
ヲ
目
代
局
二
送
達
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
シ
テ
掛
リ

　
ノ
裁
判
役
ヲ
任
ス
ヘ
シ
其
言
渡
書
ハ
原
告
ノ
求
メ
ニ
テ
其
書
中
二
記
シ
タ
ル

　
定
期
内
二
被
告
人
二
送
達
ス
可
シ

ニ
百
五
十
七
条
　
決
定
ノ
裁
判
ヲ
為
ス
タ
メ
定
メ
タ
ル
日
二
於
テ
掛
リ
ノ
裁
判

　
役
ヨ
リ
裁
判
所
二
其
告
示
ヲ
為
シ
タ
ル
後
原
告
被
告
双
方
ノ
者
其
相
当
ト
思

　
量
ス
ル
所
ヲ
自
ラ
述
へ
又
ハ
代
言
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
述
ヘ
シ
メ
其
後
目
代
局
其

説
ヲ
述
フ
可
シ

ニ
百
五
十
八
条
　
決
定
ノ
裁
判
ハ
公
ケ
ニ
言
渡
ス
可
シ
原
告
人
右
言
渡
ヲ
得
タ

　
ル
時
ハ
部
曲
官
吏
ノ
面
前
二
至
リ
離
婚
ヲ
言
渡
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

ニ
百
五
十
九
条
　
過
慾
苛
虐
又
至
重
ノ
害
ヲ
受
ク
ル
ニ
因
リ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
時

　
ハ
其
訴
フ
ル
所
道
理
ア
リ
ト
錐
ト
モ
裁
判
役
直
チ
ニ
離
婚
ヲ
允
許
ス
可
ラ
ス

　
此
場
合
二
於
テ
ハ
裁
判
ヲ
為
ス
前
二
夫
婦
居
ヲ
分
チ
テ
相
接
ス
ル
ニ
及
ハ
サ

　
ル
コ
ト
ヲ
允
許
シ
且
婦
自
ラ
生
計
ヲ
為
ス
能
ハ
サ
ル
時
ハ
夫
ノ
家
産
二
准
セ

　
シ
養
料
ヲ
其
婦
二
与
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
其
夫
二
言
渡
ス
可
シ

ニ
百
六
十
条
此
ノ
如
ク
ど
岬
二
年
ノ
時
間
ヲ
経
過
七
シ
後
双
方
猶
協
和
セ
サ

　
ル
時
原
告
ハ
法
律
二
於
テ
定
メ
シ
定
期
中
二
被
告
ヲ
裁
判
所
二
呼
ヒ
出
サ
シ

　
メ
離
婚
ノ
言
渡
ヲ
得
可
シ

ニ
百
六
十
一
条
　
若
シ
夫
又
ハ
婦
ノ
加
辱
ノ
刑
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
シ
ニ
因
リ
一
方



　
ノ
者
ヨ
リ
離
婚
ヲ
訴
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時
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法
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ノ
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及
ヒ
此
言
渡
書
ヲ
法
律
二
循
ヒ
更
…
一
始
皿
改
ス
可
ラ
サ
ル
旨
ヲ
記
シ
タ
ル
刑
法

　
裁
判
所
ノ
証
書
ヲ
三
等
裁
判
所
二
出
ス
ノ
ミ
ノ
法
式
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

ニ
百
六
十
二
条
　
離
婚
ノ
コ
ト
ニ
付
三
等
裁
判
所
ヨ
リ
訴
訟
ヲ
允
許
ス
ル
ノ
言

渡
シ
又
ハ
離
婚
ノ
言
渡
シ
ヲ
受
ル
ト
難
ト
モ
尚
其
言
渡
二
服
セ
ス
シ
テ
更
二

　
二
等
裁
判
所
二
出
訴
へ
出
ス
時
ハ
其
裁
判
所
二
於
テ
至
急
ノ
例
二
従
ヒ
之
ヲ

吟
味
シ
テ
裁
判
ヲ
為
ス
可
シ

ニ
百
六
十
三
条
　
三
等
裁
判
所
ヨ
リ
ニ
等
裁
判
所
二
訴
出
ス
コ
ト
ハ
三
等
裁
判

所
二
双
方
ノ
者
出
席
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
一
方
ノ
者
ノ
ミ
出
席
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
ヲ

問
ハ
ス
其
裁
判
言
渡
書
ヲ
送
達
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
月
内
二
限
ル
ヘ
シ
又
二
等

裁
判
所
ノ
裁
判
言
渡
二
服
セ
ス
シ
テ
覆
審
局
二
訴
出
ル
定
期
モ
其
言
渡
書
ヲ

送
達
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
月
内
二
限
ル
可
シ
此
覆
審
局
訴
出
シ
タ
ル
時
間
ハ
ニ
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等
裁
判
所
ノ
言
渡
ノ
「
報
』
執
行
ヒ
ヲ
中
止
ス
可
シ

ニ
百
六
十
四
条
　
三
等
裁
判
所
又
ハ
ニ
等
裁
判
所
二
於
テ
離
婚
ノ
言
渡
ヲ
得
タ

　
ル
夫
又
ハ
婦
ハ
ニ
月
内
二
部
曲
官
吏
ノ
面
前
二
至
リ
其
官
吏
ヨ
リ
被
告
人
ヲ

呼
出
シ
離
婚
ヲ
言
渡
サ
シ
ム
可
シ

ニ
百
六
十
五
条
　
此
二
月
ノ
期
限
ハ
三
等
裁
判
所
ノ
言
渡
二
付
テ
ハ
ニ
等
裁
判

所
二
訴
出
ス
可
キ
定
期
ノ
終
リ
シ
時
ヨ
リ
之
ヲ
算
へ
又
二
等
裁
判
所
二
訴
出

　
シ
タ
ル
時
被
告
人
ノ
出
席
ヲ
為
ス
コ
ト
ナ
ク
言
渡
セ
シ
裁
判
二
付
テ
ハ
其
裁

判
執
行
ノ
故
障
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
期
限
ノ
終
リ
シ
時
ヨ
リ
之
ヲ
算
へ
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又
二
等
駄
判
所
二
於
子
双
方
出
席
ノ
上
言
涯
シ
タ
ル
裁
判
二
付
テ
ハ
覆
審
局

　
二
訴
出
ス
可
キ
期
限
ノ
終
リ
シ
鴫
ヨ
リ
之
ヲ
算
フ
ヘ
シ

ニ
百
六
十
六
条
　
原
告
人
ノ
彼
告
人
ヲ
都
曲
官
吏
ノ
面
前
二
呼
出
サ
シ
ム
ル
コ

　
ト
ナ
ク
前
条
二
記
セ
シ
ニ
月
ノ
期
限
ヲ
経
過
シ
タ
ル
時
ハ
裁
判
言
渡
ノ
資
益

　
ヲ
失
ヒ
更
二
新
ナ
ル
原
由
ア
ル
ニ
非
ラ
サ
レ
ハ
再
ヒ
離
婚
ヲ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
但
シ
新
ナ
ル
原
由
ア
リ
テ
再
ヒ
離
婚
ヲ
訴
出
シ
タ
ル
時
ハ
己
ノ
資
益
ノ

　
為
メ
以
前
ノ
原
由
ヲ
述
ル
事
ヲ
得
可
シ
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